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第
二
章

新
た
な
公
企
業
形
態
の
模
索

第
四
節

新
た
な
公
企
業
形
態
の
模
索

一
九
三
九
年
二
一
月
二

O
日
の
第
一
五
回
小
委
員
会
で
、
委
員
長
の
大
蔵
公
望
は
交
通
調
整
案
の

原
案
を
作
成
す
る
よ
う
鉄
道
省
に
依
頼
し
た
。
小
委
員
会
で
は
、
鉄
道
省
の
原
案
提
示
を
受
け
て
交
通
調
整
案
を
ま
と
め
て
い
く
つ
も
り
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
鉄
道
省
の
原
案
作
り
は
、
遅
遅
と
し
て
進
ま
な
か
っ
た
。
鉄
道
省
監
督
局
は
、
「
第
七
十
五
議
会

(
1
)
 

係
質
疑
応
答
」
と
題
す
る
文
書
の
な
か
で
当
時
の
状
況
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

本
章
第
三
節
の
八
で
述
べ
た
よ
う
に
、

交
通
事
業
調
整
関

公企業と官僚制 (5) 

「
・
・
・
何
分
複
雑
多
岐
ニ
亘
リ
微
妙
ナ
関
係
ヲ
有
ス
ル
大
問
題
ガ
多
々
ア
ツ
テ
、
マ
ダ
具
体
的
成
案
ヲ
得
ル
マ
デ
ニ
ハ
至
ツ
テ
ヰ
ナ

ィ
。
・
・
・
為
メ
ニ
今
議
会
ニ
ハ
特
殊
立
法
ノ
提
案
ト
イ
フ
程
度
マ
テ
ニ
至
ラ
ナ
カ
ツ
タ
ノ
デ
ア
ル
ガ
、
前
一
一
モ
申
シ
上
ゲ
タ
如
ク
交

通
調
整
ハ
緊
急
ナ
ル
重
大
問
題
デ
ア
ル
ト
考
ヘ
テ
居
ル
ノ
デ
、
主
務
省
ト
シ
テ
ハ
今
後
モ
引
続
キ
篤
ト
研
究
シ
調
整
委
員
会
ト
協
力
シ

テ
出
来
ル
ダ
ケ
早
ク
本
問
題
ヲ
解
決
シ
タ
イ
ト
考
ヘ
テ
ヰ
ル
次
第
デ
ア
ル
o
」

こ
の
文
書
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
鉄
道
省
が
原
案
を
作
成
す
る
に
は
、
ま
ず
、
当
事
者
聞
に
横
た
わ
る
問
題
、
す
な
わ
ち
「
複
雑
多
岐

三
E
リ
微
妙
ナ
関
係
ヲ
有
ス
ル
大
問
題
」
を
解
き
ほ
ぐ
す
必
要
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
鉄
道
省
が
当
事
者
間
の
調
整
に
乗
り
出
す
こ
と
は
な

か
っ
た
。
そ
れ
は
、
鉄
道
省
が
「
交
通
〔
事
業
〕
調
整
委
員
会
ノ
成
案
ヲ
得
マ
シ
タ
ナ
ラ
パ
、
政
府
ト
致
シ
マ
シ
テ
ハ
ソ
レ
ヲ
参
考
ト
シ
マ

(2) 

シ
テ
、
サ
ウ
シ
テ
最
善
ナ
リ
ト
信
ズ
ル
案
ヲ
改
メ
テ
御
協
賛
ヲ
受
ク
ベ
ク
〔
議
会
に
〕
提
出
致
ス
」
(
傍
線
部
は
引
用
者
に
よ
る
)
と
い
う

方
針
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
鉄
道
省
は
、
原
案
の
作
成
段
階
で
な
く
、
交
通
調
整
案
が
委
員
会
で
決
定
さ
れ
た
後
の
段
階
で
主
導
的
な
役
割

北法55(4・319)1703

り
を
果
た
す
つ
も
り
で
あ
っ
た
。



説

こ
う
し
た
鉄
道
省
の
姿
勢
は
、
必
然
的
に
、
原
案
作
成
に
お
い
て
鉄
道
省
と
は
別
の
何
者
か
に
よ
る
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
必
要
と
す
る
こ

王子;弘、
民間

と
と
な
っ
た
。
こ
の
役
割
を
果
た
し
た
の
が
、
小
委
員
会
委
員
長
の
大
蔵
公
望
で
あ
っ
た
。
本
節
で
は
、
本
章
第
三
節
で
論
じ
た
交
通
調
整

案
を
め
ぐ
る
対
立
が
ど
の
よ
う
に
打
開
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
を
大
蔵
公
望
の
動
静
に
注
意
を
払
い
な
が
ら
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

こ
の
な
か
に
新
た
な
公
企
業
形
態
の
萌
芽
、
す
な
わ
ち
後
の
「
営
団
」
の
萌
芽
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

一
.
大
蔵
公
望
に
よ
る
「
公
法
人
の
帝
都
交
通
総
局
」
構
想

(3) 

鉄
道
省
の
原
案
作
成
は
、
第
七
五
議
会
中
に
は
「
手
ガ
着
ケ
ラ
レ
ズ
、
議
会
ガ
明
ケ
マ
シ
タ
当
時
二
於
テ
ハ
内
閣
ガ
迭
」
っ
た
た
め
、
よ

(

4

)

(

5

)

 

う
や
く
九
月
に
な
っ
て
始
ま
っ
た
。
大
蔵
は
、
九
月
一
七
日
の
日
記
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
鉄
道
省
の
新
監
督
局
長
大
山
秀
雄
氏
外
三
名
来
訪
す
。
此
際
余
よ
り
東
京
市
の
交
通
統
制
は
会
社
案
を
廃
し
て
公
法
人
の
帝
都
交
通

総
局
に
よ
る
可
き
旨
話
し
、
そ
れ
に
よ
り
研
究
す
る
こ
と
を
要
求
す
。
」
(
傍
線
部
は
引
用
者
に
よ
る
)

大
蔵
は
、
原
案
作
成
の
活
路
を
特
殊
会
社
案
の
放
棄
と
「
公
法
人
の
帝
都
交
通
総
局
」
の
具
体
化
に
見
い
だ
そ
う
と
し
た
。
そ
し
て
、
翌

一
八
日
に
大
蔵
は
「
午
前
、
東
京
市
へ
帝
都
交
通
総
局
を
設
く
る
要
旨
案
を
書
上
」
げ
、
午
後
に
は
村
田
省
三
鉄
道
大
臣
に
「
東
京
市
交
通

(6) 

統
制
に
関
す
る
具
体
案
」
を
説
明
し
、
同
意
を
得
た
。

「
公
法
人
」
は
、
こ
れ
ま
で
委
員
会
に
お
い
て
何
度
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
が
、
実
行
可
能
性
の
低
さ
か
ら
具
体
的
な
議
論
に
進
む
こ

と
は
一
度
も
な
か
っ
た
。
で
は
、
な
ぜ
こ
の
時
点
で
、
大
蔵
は
「
公
法
人
」
形
態
に
よ
る
こ
と
を
主
張
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
果
た
し
て
大
蔵

に
よ
る
「
公
法
人
の
帝
都
交
通
総
局
」
構
想
(
以
下
、
「
大
蔵
構
想
」
と
略
す
)
は
、
交
通
調
整
案
を
め
ぐ
る
膝
着
状
態
を
打
開
す
る
も
の

と
な
り
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
疑
問
を
解
く
鍵
は
、
大
蔵
が
「
公
法
人
」
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
か
と
い
う
点
に
あ
る
と

北法55(4・320)1704



思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
大
蔵
の
「
公
法
人
」
に
対
す
る
見
方
が
よ
く
現
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
一
つ
の
文
献
を
手
掛
か
り
に
、
大

蔵
構
想
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
そ
の
文
献
は
、
大
蔵
公
望
『
昭
和
一
一
年
一
一
一
月
大
阪
地
方
交
通
統
制
に
関
す
る
意
見
書
』
(
大

(
7
)
 

一
九
三
七
年
)
と
い
う
も
の
で
(
以
下
、
『
意
見
書
』
と
略
す
)
、
大
蔵
が
大
阪
電
鉄
連
合
会
か
ら
委
託
を
受
け
て
大

阪
地
方
交
通
委
員
会
、

阪
地
方
の
交
通
調
整
に
つ
い
て
調
査
を
行
っ
た
際
に
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

(8) 

『
意
見
書
』
の
な
か
で
大
蔵
は
、
交
通
調
整
に
お
け
る
主
要
な
経
営
形
態
と
し
て
、
(
ご
市
有
市
営
、
(
二
)
市
有
民
営
、
(
三
)
民
有
民

(
9
)
 

営
、
(
四
)
公
有
公
営
、
を
あ
げ
て
い
る
。
「
公
法
人
」
は
こ
の
う
ち
「
公
有
公
営
」
の
項
で
言
及
さ
れ
た
。
大
蔵
は
「
公
有
公
営
」
に
つ
い

(ω) 

て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
之
〔
公
有
公
営
〕
は
市
有
市
営
、
市
有
民
営
等
の
長
を
採
り
短
を
捨
つ
る
為
に
考
案
さ
れ
た
る
形
態
に
し
て
、
最
近
倫
敦
に
於
て
実

行
さ
れ
た
る
も
の
を
其
の
典
型
と
な
す
。
ロ
ン
ド
ン
は
ロ
ン
ド
ン
旅
客
運
輸
局
な
る
公
共
機
関
を
特
設
し
て
、
之
に
ロ
ン
ド
ン
地
方
に

於
け
る
一
切
の
交
通
機
関
を
買
収
せ
し
め
た
る
上
、
其
の
経
営
を
一
任
し
た
る
も
の
な
り
。
此
の
形
を
仮
に
公
有
公
営
と
名
付
け
た
り
。

公企業と官僚制 (5) 

我
国
に
於
て
之
に
相
当
す
る
制
度
を
求
む
れ
ば
日
本
銀
行
、
満
鉄
の
如
き
半
官
半
民
の
特
殊
会
社
梢
々
之
に
類
似
す
べ
し
。
」

す
な
わ
ち
、
倫
敦
旅
客
運
輸
局
は
「
公
有
公
営
」
の
典
型
例
で
あ
り
、
日
本
に
お
い
て
こ
れ
に
近
い
の
は
日
本
銀
行
・
南
満
洲
鉄
道
株
式

会
社
な
ど
の
特
殊
会
社
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
大
蔵
は
、
『
意
見
書
』
作
成
か
ら
お
よ
そ
三
年
経
っ
た
一
九
三
九
年

(
日
)

一
一
月
一
日
の
第
九
回
小
委
員
会
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
倫
敦
ノ
ヤ
ツ
テ
居
ル
ノ
ハ
公
有
公
営
デ
市
有
市
営
デ
ハ
ナ
イ
、
又
私
共
ノ
考
ヘ
テ
居
ル
会
社
案
〔
特
殊
会
社
案
〕
ハ
公
有
公
営
ノ
一

北法55(4・321)1705 

ツ
ノ
形
ダ
ト
思
ヒ
マ
ス
・
・
・
」

こ
の
よ
う
に
大
蔵
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
「
公
法
人
」
の
倫
敦
旅
客
運
輸
同
と
「
特
殊
会
社
」
は
、
と
も
に
「
公
有
公
営
」
の
一
形
態
で
あ
っ

た
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
理
解
の
仕
方
が
大
蔵
独
自
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
は
、
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
「
特
殊
会
社
」
は
、
通
例
「
民
営
」



iえ

(ロ)

と
さ
れ
、
「
公
営
」
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
大
蔵
が
「
公
法
人
」
と
「
特
殊
会
社
」
に
つ
い
て
独
自
の
把
握
を
し
て
い
た
こ
と
を
踏
ま

え
る
な
ら
ば
、
大
蔵
が
「
特
殊
会
社
」
で
は
な
く
「
公
法
人
」
に
活
路
を
見
い
だ
し
た
こ
と
は
、
彼
に
と
っ
て
「
公
有
公
営
」
の
枠
内
に
あ

る
も
う
一
つ
の
選
択
肢
を
主
張
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
大
蔵
に
と
っ
て
「
公
有
公
営
」
、
特
に
そ
の
典
型
で
あ

る
「
公
法
人
」
の
倫
敦
旅
客
運
輸
局
は
、
「
理
想
的
の
都
市
交
通
統
制
形
態
」
で
あ
る
と
同
時
に
、
「
多
数
の
市
有
及
民
有
機
関
を
併
合
し
た

(
日
)

る
場
合
に
最
も
良
く
適
応
す
る
も
の
」
で
あ
っ
た
(
『
意
見
書
』
)
。
大
蔵
構
想
は
、
彼
自
身
に
と
っ
て
よ
り
理
想
の
経
営
形
態
に
近
づ
く
こ

昌也
日間

と
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
大
蔵
構
想
は
、
「
特
殊
会
社
」
で
も
「
市
有
市
営
」
で
も
な
い
第
一
一
一
の
選
択
肢
に
よ
る
と
い
う
点
で
、
経
営
形
態
/
公
企
業
形

態
を
め
ぐ
る
そ
れ
ま
で
の
対
立
を
乗
り
越
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
に
な
る
と
「
公
法
人
」
形
態
は
、
私
鉄
事
業
者

(
比
)

に
受
入
れ
可
能
な
も
の
に
な
っ
て
い
た
ば
か
り
か
、
「
特
殊
会
社
」
よ
り
「
公
益
性
」
を
重
視
す
る
と
い
う
意
味
で
、
東
京
市
の
意
向
や
当

(
日
)

時
の
社
会
情
勢
に
合
致
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
た
。
大
蔵
が
「
公
法
人
の
帝
都
交
通
総
局
」
を
構
想
し
た
の
は
、
そ
れ
が
自
ら
の
理
想
と
す

る
「
公
有
公
営
」
の
典
型
的
な
も
の
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
当
事
者
間
の
利
害
が
錯
綜
し
た
東
京
地
方
に
お
い
て
最
も
適
し
た
形
態
だ
っ

た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
大
蔵
構
想
に
は
二
つ
の
問
題
が
あ
っ
た
。
第
一
は
、
「
公
法
人
」
そ
の
も
の
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。
大
蔵
は
、
「
意
見
書
』
の

な
か
で
「
我
国
に
於
て
は
全
然
新
例
な
る
が
故
に
之
を
立
法
化
せ
ん
と
す
る
場
合
種
々
の
障
害
生
ず
る
虞
あ
る
こ
と
に
難
点
あ
れ
ど
も
」
と

(
山
山
)

述
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
「
公
法
人
」
を
設
立
す
る
に
は
、
ま
ず
法
律
上
の
技
術
的
な
問
題
を
ク
リ
ア
す
る
必
要

が
あ
っ
た
。
そ
し
て
第
二
は
、
調
整
方
法
の
大
枠
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。
大
蔵
構
想
は
、
「
帝
都
交
通
総
局
」
と
い
う
言
葉
か
ら
明
ら
か

(
げ
)

な
よ
う
に
、
「
大
合
同
」
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
大
蔵
構
想
で
は
、
調
整
方
法
の
大
枠
に
関
す
る
対
立
(
「
大
合
同
」
か
「
小
合
同
」

か
)
を
乗
り
越
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
大
蔵
構
想
は
、
交
通
調
整
案
を
め
ぐ
る
そ
れ
ま
で
の
膝
着
状
態
を
完
全
に
打
開
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
大
蔵

構
想
が
交
通
調
整
案
の
策
定
に
向
け
て
変
容
し
て
い
く
過
程
は
、
ま
さ
に
こ
れ
ら
二
つ
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
解
決
し
て
い
く
の
か
と
い
う

こ
と
を
め
ぐ
っ
て
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

一
一
.
「
公
法
人
の
帝
都
交
通
総
局
」
構
想
と
鉄
道
省
・
内
務
省

一
O
月
に
入
る
と
大
蔵
は
、
交
通
調
整
の
主
務
官
庁
で
あ
る
鉄
道
省
と
内
務
省
に
そ
れ
ぞ
れ
具
体
案
の
説
明
を
行
っ
た
。

鉄
道
省
に
対
し
て
は
、
一

O
月
一
日
に
「
鉄
道
大
臣
官
邸
に
於
て
、
中
川
正
左
氏
と
共
に
鈴
木
次
官
、
大
山
監
督
局
長
、
其
他
と
会
合

(
凶
)

し
・
・
・
私
案
を
提
出
説
明
」
し
た
。
こ
の
日
、
大
蔵
の
説
明
に
対
し
て
鉄
道
省
が
ど
の
よ
う
な
対
応
を
し
た
の
か
は
定
か
で
な
い
。
し
か

し

一
O
月
五
日
付
け
の
『
鉄
道
時
報
』
は
、

公企業と官僚制 (5) 

一
つ
の
推
測
を
可
能
に
す
る
。
こ
の
記
事
は
、
鉄
道
省
の
方
針
が
「
昨
年
省
議
決
定
を
み
た

い
は
ゆ
る
特
殊
会
社
案
を
根
本
的
に
再
検
討
し
、
新
た
な
る
構
想
の
下
に
」
あ
り
、
「
都
心
を
中
心
と
し
て
四
0
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
の
交

通
機
関
を
単
に
統
合
す
る
と
い
ふ
が
如
き
方
法
は
全
然
こ
れ
を
採
ら
ず
重
点
主
義
に
よ
る
路
親
の
整
備
機
関
の
統
制
を
第
一
と
し
て
進
む
」

(
問
)

こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
鉄
道
省
が
実
効
性
に
お
い
て
「
小
合
同
」
(
旧
市
内
の
交
通
調
整
)
に
進
む
こ
と
も
一
つ
の
選
択
肢
で
あ

(
初
)

る
と
以
前
か
ら
考
え
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
、
鉄
道
省
が
そ
れ
ま
で
の
「
大
合
同
」
か
ら
「
小
合
同
」
を
中
心
と
す
る

(
れ
)

「
重
点
主
義
」
へ
方
針
転
換
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
鉄
道
省
は
、
「
大
合
同
」
を
骨
子
と
す
る
大
蔵
構
想
と

表
面
的
に
は
異
な
る
考
え
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
し
か
し
、
大
蔵
と
鉄
道
省
の
見
解
は
必
ず
し
も
相
反
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
当

時
、
鉄
道
次
官
で
あ
っ
た
鈴
木
清
秀
は
、
部
下
の
菱
谷
と
士
宮
田
に
対
し
「
こ
の
調
整
の
理
想
案
〔
「
大
合
同
」
〕
は
今
こ
れ
を
む
り
や
り
に
押

し
通
す
わ
け
に
は
い
か
ん
か
ら
、
暫
定
案
で
進
む
こ
と
に
す
る
が
、
追
っ
て
理
想
案
が
僕
の
時
代
に
通
せ
な
か
っ
た
ら
菱
谷
君
の
時
代
に
、
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説

(
幻
)

そ
れ
も
で
き
な
か
っ
た
ら
壷
田
君
の
時
代
に
、
ど
う
し
て
も
実
現
し
て
貰
い
た
い
」
と
「
涙
な
が
ら
に
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
鉄
道

9.6. 
d冊

省
は
「
大
合
同
」
を
完
全
に
否
定
し
て
い
る
訳
で
な
く
、
段
階
的
に
そ
れ
を
実
現
し
て
い
こ
う
と
の
考
え
で
あ
っ
た
。
大
蔵
が
『
意
見
書
』

の
な
か
で
大
阪
地
方
の
交
通
調
整
に
つ
い
て
、
「
大
合
同
」
を
理
想
と
し
つ
つ
も
「
実
際
的
の
問
題
に
つ
き
考
慮
」
す
る
こ
と
で
「
部
分
的

(
お
)

の
合
併
〔
合
同
〕
を
懲
憩
す
る
」
と
い
う
現
実
主
義
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
両
者
の
見
解
の
相
違
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
い
も

の
で
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

一
O
月
三
日
に
な
さ
れ
た
。
こ
の
時
の
様
子
を
大
蔵
は
、
当
日
の
日
記
に
「
内
務
省
に
て
挟
間
次
官
及
小
林

監
理
課
長
と
会
談
し
、
東
京
市
の
交
通
調
整
の
方
法
に
付
き
余
の
法
人
式
を
説
く
。
内
務
省
側
は
余
の
説
く
内
容
に
は
賛
成
だ
が
、
た
Y

、

(M) 

形
は
都
制
案
中
に
も
り
込
み
度
き
希
望
な
り
。
余
も
そ
れ
に
対
し
異
議
な
し
と
話
す
」
と
記
し
て
い
る
。
内
務
省
は
、
大
蔵
の
構
想
を
大
筋

に
お
い
て
認
め
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
東
京
都
制
の
実
現
が
、
旧
市
内
と
新
市
域
を
一
体
化
す
る
「
大
合
同
」
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
っ

(
お
)

た
か
ら
で
あ
る
。

内
務
省
に
対
す
る
説
明
は
、

大
蔵
構
想
に
対
す
る
鉄
道
省
と
内
務
省
の
考
え
方
は
、
調
整
方
法
の
大
枠
(
「
小
合
同
」
を
中
心
と
す
る
「
重
点
主
義
」
か
「
大
合
同
」

か
)
に
お
い
て
隔
た
り
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
大
蔵
は
一

O
月一二
O
日
に
両
者
を
招
き
、
意
見
交
換
を
行
っ
た
。
そ
の
時
の
様
子
を
大
蔵
は
、

(
お
)

当
日
の
日
記
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
内
務
、
鉄
道
の
次
官
、
局
長
、
課
長
大
凡
十
四
名
及
堀
切
善
次
郎
、
中
川
正
左
氏
を
招
き
、
東
京
市
の
交
通
調
整
に
付
き
協
議
し
、

両
者
の
関
係
融
和
に
力
む
。
相
当
の
効
果
あ
り
し
と
思
う
。
こ
れ
で
次
の
議
会
に
は
必
ず
何
等
か
の
形
に
於
て
、
東
京
市
交
通
調
整
に

関
す
る
法
律
案
が
出
る
こ
と
必
定
と
な
る
。
」

大
蔵
の
見
通
し
は
、
鉄
道
省
の
作
成
し
た
「
帝
都
交
通
調
整
総
論
」
に
よ
っ
て
第
一
歩
を
踏
み
出
し
た
。
大
蔵
が
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発

揮
す
る
こ
と
で
、
交
通
調
整
案
の
策
定
作
業
が
よ
う
や
く
軌
道
に
乗
り
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
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三
.
鉄
道
省
の
基
本
方
針

(
幻
)

鉄
道
省
の
作
成
し
た
「
帝
都
交
通
調
整
総
論
」
は
、
交
通
調
整
の
「
具
体
的
方
策
ノ
大
要
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
其
ノ
後
関
係
幹
事
ニ
於
テ
種
々
検
討
ノ
結
果
大
体
左
ノ
如
キ
試
案
ヲ
得
タ
リ
。
東
京
市
及
其
ノ
附
近
ニ
於
ケ
ル
陸
上
交
通
事
業
ア
調

整
ス
ル
為
ニ
ハ
大
合
同
ガ
最
モ
徹
底
的
タ
ル
ハ
論
ナ
キ
所
ナ
リ
。
然
ル
ニ
大
合
同
案
ハ
多
数
ノ
事
業
ノ
評
価
、
従
業
員
ノ
引
継
、
其
ノ

他
重
要
ナ
ル
諸
問
題
ヲ
解
決
セ
ザ
ル
可
ラ
ズ
之
ガ
為
メ
相
当
ノ
日
子
ヲ
要
ス
ベ
キ
モ
ノ
ト
認
メ
ラ
ル
ル
モ
、
最
近
ニ
於
ケ
ル
情
勢
ノ
変

化
ハ
早
急
ニ
調
整
ノ
実
効
ヲ
挙
ゲ
シ
ム
ル
必
要
ニ
迫
ラ
レ
タ
リ
。

伺
テ
東
京
市
及
其
ノ
付
近
ニ
於
ケ
ル
陸
上
交
通
事
業
ヲ
適
当
ナ
ル
経
営
主
体
ノ
下
ニ
同
時
二
一
元
的
ニ
大
合
同
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
目
標

ト
ス
ル
モ
其
ノ
実
現
ニ
付
テ
ハ
先
ヅ
差
当
リ
全
交
通
事
業
ヲ
適
当
ナ
ル
数
個
ノ
地
域
別
ニ
分
チ
テ
調
整
セ
ン
ト
ス
。
」
(
傍
線
部
は
引
用

者
に
よ
る
)

公企業と官僚制 (5) 

こ
れ
は
、
「
地
域
別
」
と
い
う
点
に
お
い
て
「
大
合
同
」
で
も
単
な
る
「
小
合
同
」
で
も
な
い
両
者
を
折
衷
し
た
内
容
と
な
っ
て
い
た
。、nx
u
J

こ
の
こ
と
か
ら
、
一

O
月一一一
O
日
の
意
見
交
換
で
大
蔵
公
望
、
内
務
省
、
鉄
道
省
の
問
で
意
見
の
す
り
合
わ
せ
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
わ

hる。

こ
う
し
て
交
通
調
整
は
「
大
合
同
」
を
目
標
と
し
つ
つ
も
、
実
効
性
の
観
点
か
ら
差
し
当
た
り
地
域
別
調
整
で
進
む
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し

(
鈎
)

て
、
こ
れ
は
、
堤
康
次
郎
ら
現
状
維
持
を
求
め
る
私
鉄
事
業
関
係
者
の
要
望
に
沿
っ
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
文
書
は
経
営
形
態
に
つ
い
て
極
め
て
暖
昧
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
各
地
域
内
ノ
陸
上
交
通
事
業
ニ
付
テ
ハ
・
・
・
陸

上
交
通
事
業
調
整
法
ヲ
適
当
ニ
運
用
シ
テ
事
業
ヲ
調
整
シ
」
「
各
地
域
相
互
間
ノ
事
業
ニ
付
テ
モ
同
法
ノ
運
用
ニ
依
リ
・
・
・
調
整
ヲ
為
シ
」

「
省
線
電
車
ニ
付
テ
ハ
適
当
ナ
ル
方
法
ニ
依
リ
・
・
・
連
絡
協
調
ヲ
図
ラ
シ
メ
ン
ト
ス
」
と
す
る
に
止
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
具
体
的
方

法
(
特
殊
会
社
か
、
市
有
市
営
か
、
公
法
人
か
)
に
つ
い
て
は
何
ら
明
ら
か
に
さ
れ
な
か
っ
た
。
た
だ
し
地
下
鉄
事
業
に
つ
い
て
は
、
次
の

~U去55(4 ・ 325)1709



説

(
ぬ
)

よ
う
に
「
特
殊
法
人
」
の
設
立
が
明
記
さ
れ
た
。

論

「
交
通
調
整
ノ
重
要
目
的
ノ
一
タ
ル
交
通
機
関
ノ
整
備
拡
充
ニ
付
テ
ハ
特
ニ
帝
都
ニ
於
ケ
ル
平
時
又
ハ
非
常
時
ノ
交
通
上
並
ニ
防
空
上

高
速
度
交
通
網
ノ
完
備
ヲ
焦
眉
ノ
急
務
ト
ス
ル
モ
、
之
ガ
為
メ
ニ
ハ
営
利
ノ
念
ニ
捉
ハ
ル
ル
コ
ト
ナ
ク
早
急
ニ
完
成
ス
ル
ニ
適
合
ス
ル

者
ヲ
シ
テ
速
カ
ニ
計
画
並
ニ
実
施
セ
シ
ム
ル
要
ア
リ
。
の
テ
立
法
ニ
依
リ
特
殊
法
人
ヲ
設
立
シ
、
高
速
度
交
通
機
関
ノ
整
備
発
達
ヲ
図

ラ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
」
(
傍
線
部
は
引
用
者
に
よ
る
)

地
下
鉄
は
、
建
設
に
要
す
る
資
金
調
達
の
困
難
さ
も
あ
り
、
事
業
者
か
ら
「
特
殊
の
経
営
主
体
に
よ
る
べ
き
こ
と
」
が
要
請
さ
れ
て
い
た

(

泊

)

(

犯

)

事
業
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
鉄
道
省
は
利
害
対
立
が
予
想
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
経
営
形
態
を
「
白
紙
」
に
し
、
予

想
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
で
は
そ
れ
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
「
帝
都
交
通
調
整
総
論
」
は
、
「
大
合
同
」
の
即
時
実
現
を
調
っ
た
「
特
殊
会
社
案
」
や
「
市
有
市
営
案
」
か
ら
見
る
と
大
幅
に

後
退
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
様
々
な
対
立
を
回
避
し
得
る
と
い
う
点
で
実
効
性
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
よ
り

(
お
)

具
体
化
し
た
の
が
「
帝
都
交
通
調
整
ノ
具
体
的
方
策
試
案
大
要
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
項
目
か
ら
な
っ
た
。

一
、
調
整
ノ
方
針

二
、
各
地
域
内
ニ
於
ケ
ル
陸
上
交
通
事
業
ノ
調
整

一
二
、
各
地
域
相
互
間
ニ
於
ケ
ル
陸
上
交
通
事
業
ノ
調
整

四
、
省
線
電
車
ト
他
ノ
交
通
機
関
ト
ノ
調
整

五
、
帝
都
交
通
専
門
委
員
会

六
、
高
速
度
交
通
網
ノ
完
成

北法55(4・326)1710 



一
二
月
一

O
日
の
第
一
七
回
小
委
員
会
に
交
通
調
整
案
(
答
申
原
案
)
と
し
て
提
出
さ
れ
た
「
東
京
市
及
其
ノ
付
近
ニ
於
ケ
ル

陸
上
交
通
事
業
ノ
調
整
ニ
関
ス
ル
具
体
案
」
の
原
型
と
も
い
う
べ
き
内
容
で
あ
っ
た
。

」
れ
は
、

四
.
小
委
員
会
の
再
開
と
交
通
調
整
案
の
完
成

主
務
官
庁
(
鉄
道
省
と
内
務
省
)

の
方
針
が
定
ま
っ
た
の
を
受
け
て
、

一
二
月
二
日
に
第
一
六
回
小
委
員
会
が
開
催
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、

一
九
三
九
年
一
二
月
二

O
日
以
来
、
約
一
年
ぶ
り
の
委
員
会
で
あ
っ
た
。
そ
の
初
め
の
方
で
大
蔵
は
、
「
第
一
歩
ト
シ
マ
シ
テ
、
是
ハ
ヤ
ハ

(
斜
)

リ
実
行
可
能
ノ
ヤ
ウ
ナ
、
而
モ
交
通
調
整
ガ
十
分
ニ
行
ハ
レ
ル
ヤ
ウ
ナ
案
ヲ
考
ヘ
」
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
究
極
の
目
標
で
あ
る
「
大
(
お
)

合
同
」
を
一
気
に
目
指
さ
な
い
考
え
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
際
の
経
営
形
態
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
・
・
・
日
本
全
体
ノ
新
体
制
ト
云
ヒ
、
ソ
レ
ノ
成
立
ト
云
ヒ
、
世
ノ
中
モ
大
分
変
ツ
テ
参
リ
マ
シ
夕
、
而
モ
国
防
上
非
常
ニ
関
係
ノ

深
イ
交
通
ノ
如
キ
モ
ノ
ヲ
、
特
殊
会
杜
ト
ハ
云
ヘ
利
潤
ヲ
求
メ
ル
株
式
会
社
ニ
全
部
之
ヲ
任
セ
ル
ト
云
フ
コ
ト
ガ
一
番
良
イ
方
法
カ
ド

ウ
カ
ト
云
フ
コ
ト
ニ
付
テ
ハ
、
時
節
柄
考
ヘ
モ
シ
ナ
ケ
レ
パ
ナ
ラ
ヌ
ト
云
フ
コ
ト
ニ
ナ
ツ
テ
来
テ
居
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
・
・
・
私
ハ
小

委
員
長
ト
シ
テ
考
ヘ
マ
ス
ノ
ニ
、

ソ
レ
ヲ
一
遍
採
ツ
タ
ノ
ダ
カ
ラ
何
処
マ
デ
モ
是
デ
行
カ
ウ
ト
云
フ
時
代
デ
ハ
ナ
イ
、
御
破
算
ニ
シ
テ

公企業と官僚制 (5) 

考
ヘ
テ
見
テ
、
実
行
ノ
シ
易
イ
、
公
益
優
先
ノ
実
ヲ
挙
ゲ
ル
ヤ
ウ
ナ
、
利
潤
ヲ
本
ト
シ
ナ
イ
ヤ
ウ
ナ
適
当
ナ
案
ガ
出
来
マ
ス
ナ
ラ
パ
、

寧
ロ
其
ノ
方
ガ
宜
イ
ノ
デ
ハ
ナ
イ
カ
ト
云
フ
風
ニ
考
へ

〔る〕」
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す
な
わ
ち
大
蔵
は
、
こ
れ
ま
で
の
特
殊
会
社
案
や
市
有
市
営
案
を
放
棄
し
、
実
効
性
の
あ
る
、
公
益
優
先
の
案
を
新
た
に
考
え
る
こ
と
が

重
要
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
大
蔵
の
発
言
か
ら
は
、
実
行
可
能
性
を
重
視
し
、
「
大
合
同
」
に
と
ら
わ
れ
な
い
と
い
う
点
で
私
鉄

事
業
者
に
対
す
る
配
慮
を
、
公
益
を
優
先
す
る
と
い
う
点
で
東
京
市
に
対
す
る
配
慮
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
大
蔵
は
自
ら
の
「
私



説

(
お
)

案
」
と
し
て
「
東
京
地
方
を
四
つ
の
ブ
ロ
ッ
ク
と
地
下
鉄
に
分
つ
新
案
を
」
披
露
し
た
(
以
下
、
「
ブ
ロ
ッ
ク
別
調
整
」
と
記
す
)
。
こ
れ
に

(

幻

)

(

お

)

対
し
て
「
大
体
の
各
委
員
の
賛
成
を
得
」
た
大
蔵
は
、
次
の
方
針
に
則
し
た
交
通
調
整
案
を
作
成
す
る
よ
う
委
員
会
幹
事
に
求
め
た
。

告I誌
面岡

(
一
)
旧
市
内
は
、
東
京
市
を
中
心
に
「
強
い
」
交
通
調
整
を
実
施
す
る
。
そ
の
際
、
企
業
合
同
に
進
む
こ
と
も
止
む
を
得
な
い
。

(
二
)
概
括
的
に
三
か
ら
四
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
る
。
な
お
グ
ル
ー
プ
聞
に
お
い
て
は
、
企
業
合
同
あ
る
い
は
運
輸
協
定
等
の
方
法
に
よ
っ

て
交
通
調
整
の
強
化
を
図
る
。
グ
ル
ー
プ
と
は
、
「
大
雑
把
」
に
い
っ
て
、
第
一
に
東
海
道
線
と
中
央
線
の
問
、
第
二
に
中
央
線
と

東
北
本
線
の
問
、
第
二
一
に
東
北
本
線
と
総
武
線
の
間
(
こ
れ
は
、
東
北
本
線
と
常
磐
線
の
聞
と
、
常
磐
線
と
総
武
線
の
聞
に
分
け
ら

れ
る
か
も
し
れ
な
い
)

で
あ
る
。

(
三
)
地
下
鉄
事
業
は
、
建
設
を
推
進
す
る
た
め
に
「
出
来
ル
ダ
ケ
有
力
ナ
ル
機
関
1

出
来
ル
ナ
ラ
パ
会
社
デ
ナ
シ
ニ
特
殊
法
人
ノ
ヤ
ウ
ナ

形
」
に
す
る
。

(
お
)

一
一
一
月
四
日
の
幹
事
会
(
鉄
道
省
・
内
務
省
・
陸
軍
省
・
企
画
院
・
電
気
庁
等
の
関
係
者
)
で
は
、
鉄
道
省
か
ら
交
通
調
整
案
の
原
案
の

原
案
と
し
て
「
東
京
市
及
其
ノ
付
近
ニ
於
ケ
ル
陸
上
交
通
事
業
ノ
調
整
ニ
関
ス
ル
具
体
案
(
草
案
)
」
(
以
下
、
「
草
案
」
と
略
す
)
と
参
考

資
料
(
「
帝
都
ニ
於
ケ
ル
交
通
事
業
ノ
現
状
ト
其
ノ
欠
陥
」
「
帝
都
交
通
調
整
ノ
目
標
」
「
地
下
高
速
度
鉄
道
建
設
ノ
必
要
」
「
統
計
資
料
」
「
地

(
刊
)

図
」
)
が
配
付
さ
れ
、
議
論
が
交
わ
さ
れ
た
。
こ
の
う
ち
「
草
案
」
で
は
、
調
整
区
域
が
六
ブ
ロ
ッ
ク
に
分
け
ら
れ
、
旧
市
内
の
路
面
交
通

事
業
は
東
京
市
営
で
、
地
下
鉄
事
業
は
「
特
殊
ノ
機
関
」
で
経
営
す
る
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
以
外
の
四
区
域
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ

う
な
経
営
形
態
で
調
整
を
行
う
の
か
、
そ
の
方
法
に
つ
い
て
何
ら
明
示
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
私
鉄
事
業
者
の
実
行
可
能
性
を
高
め
る
た

め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

北法55(4・328)1712



幹
事
会
で
大
幅
な
修
正
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
、
「
草
案
」
は
交
通
調
整
案
の
原
案
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、

七
回
小
委
員
会
で
「
東
京
市
及
其
ノ
付
近
ニ
於
ケ
ル
陸
上
交
通
事
業
ノ
調
整
ニ
関
ス
ル
具
体
案
」
(
以
下
、
「
原
案
」
と
略
す
)
と
し
て
発
表

(
M
U
)
 

さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
。

二
一
月
一

O
日
の
第
一

調
整
ノ
方
針

1 

調
整
区
域
ハ
交
通
事
業
調
整
委
員
会
特
別
委
員
会
ニ
於
テ
決
定
セ
ラ
レ
タ
ル
区
域
ト
ス
ル
コ
ト

調
整
ス
ベ
キ
事
業
ノ
種
類
及
範
囲
ハ
右
調
整
区
域
内
ニ
於
ケ
ル
又
ハ
其
ノ
区
域
外
ニ
亙
ル
地
方
鉄
道
事
業
、
軌
道
事
業
及
旅
客
自
動

車
運
輸
事
業
ト
ス
ル
コ
ト

2 3 

調
整
ノ
方
法
ト
シ
テ
ハ
前
記
陸
上
交
通
事
業
ヲ
適
当
ナ
ル
経
営
主
体
ノ
下
ニ
同
時
二
二
冗
的
ニ
大
合
同
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
目
標
ト
シ
、

其
ノ
階
梯
ト
シ
テ
全
交
通
事
業
ヲ
数
個
ノ
地
域
別
二
分
チ
テ
調
整
シ
、
尚
地
下
高
速
度
交
通
機
関
ノ
整
備
拡
充
ヲ
図
ル
コ
ト

地
域
別
交
通
事
業

1 

旧
市
内
ニ
於
ケ
ル
路
面
交
通
事
業

2 

旧
市
内
ヲ
中
心
ト
ス
ル
地
下
高
速
度
交
通
事
業

旧
市
内
以
外
ノ
区
域
ニ
シ
テ
大
体
省
中
央
本
線
以
南
ノ
地
域
ニ
於
ケ
ル
交
通
事
業

旧
市
内
以
外
ノ
区
域
ニ
シ
テ
大
体
省
中
央
本
線
、
東
北
本
線
間
ノ
地
域
ニ
於
ケ
ル
交
通
事
業

公企業と官僚市U(5) 

3 4 5 

旧
市
内
以
外
ノ
区
域
ニ
シ
テ
大
体
省
東
北
本
線
、
常
磐
線
開
ノ
地
域
ニ
於
ケ
ル
交
通
事
業

旧
市
内
以
外
ノ
区
域
ニ
シ
テ
大
体
省
常
磐
線
ヨ
リ
東
南
ノ
地
域
ニ
於
ケ
ル
交
通
事
業

註
旧
市
内
ト
ハ
大
体
省
山
手
線
品
川
、
新
宿
、
池
袋
、
赤
羽
以
束
、
荒
川
放
水
路
以
西
ノ
地
域
ヲ
調
フ

6 
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説
さ子'b.
両岡

四

旧
市
内
ニ
於
ケ
ル
路
面
交
通
事
業
ノ
調
整

旧
市
内
ニ
於
ケ
ル
路
面
交
通
事
業
ニ
付
テ
ハ
東
京
市
ニ
其
ノ
事
業
ヲ
譲
渡
セ
シ
メ
又
ハ
其
ノ
事
業
ノ
管
理
ヲ
委
託
セ
シ
ム
ル
コ
ト

旧
市
内
ヲ
中
心
ト
ス
ル
地
下
高
速
度
交
通
事
業
ノ
整
備
調
整

平
時
又
ハ
非
常
時
ノ
輸
送
力
ヲ
確
保
拡
充
ス
ル
為
地
下
高
速
度
交
通
網
ノ
完
成
及
地
下
高
速
度
交
通
機
関
ト
他
ノ
交
通
機
関
ト
ノ
連
絡

施
設
ノ
整
備
拡
充
ヲ
図
ル
ニ
最
モ
適
合
ス
ル
特
殊
ノ
機
関
ヲ
設
立
シ
、
政
府
ニ
於
テ
之
ニ
対
シ
適
当
ナ
ル
助
成
ヲ
為
ス
コ
ト

現
存
ノ
地
下
高
速
度
交
通
事
業
(
未
成
線
ヲ
含
ム
)
ニ
付
テ
ハ
之
ヲ
右
ノ
機
関
ニ
其
ノ
事
業
ヲ
譲
渡
セ
シ
メ
又
ハ
其
ノ
事
業
ノ
管
理
ヲ

委
託
セ
シ
ム
ル
コ
ト

五

旧
市
内
以
外
ノ
区
域
ニ
於
ケ
ル
交
通
事
業
ノ
調
整

旧
市
内
以
外
ノ
区
域
ノ
各
地
域
ニ
於
ケ
ル
交
通
事
業
ニ
付
テ
ハ
将
来
ノ
大
合
同
ヲ
容
易
ナ
ラ
シ
ム
ル
為
陸
上
交
通
事
業
調
整
法
ヲ
運
用

シ
テ
事
業
ノ
合
同
其
ノ
他
適
当
ナ
ル
方
法
ヲ
以
テ
調
整
ス
ル
コ
ト

~上一・ノ、

各
地
域
相
互
間
ニ
於
ケ
ル
交
通
事
業
ノ
調
整

各
地
域
相
互
間
ニ
於
ケ
ル
交
通
事
業
ニ
付
テ
ハ
陸
上
交
通
事
業
調
整
法
ヲ
運
用
シ
テ
、
連
絡
設
備
ノ
改
善
、
直
通
運
転
、
連
絡
運
輸
ノ

拡
張
、
規
格
ノ
統
一
及
用
品
其
ノ
他
ノ
共
同
修
繕
並
ニ
共
同
購
入
等
ヲ
為
サ
シ
ム
ル
コ
ト

七

東
京
地
方
専
門
委
員
会

交
通
事
業
調
整
委
員
会
ニ
東
京
地
方
専
門
委
員
会
ヲ
置
ク
コ
ト

東
京
地
方
専
門
委
員
会
ハ
東
京
市
及
其
ノ
附
近
ニ
於
ケ
ル
陸
上
交
通
事
業
ノ
調
整
ニ
関
ス
ル
指
導
的
機
関
ト
シ
テ
交
通
事
業
調
整
委
員

会
ノ
委
任
ヲ
受
ケ
、
東
京
市
及
其
ノ
附
近
ニ
於
ケ
ル
陸
上
交
通
事
業
ノ
総
合
的
計
画
ノ
樹
立
、
各
地
域
内
並
ニ
各
地
域
相
互
間
ニ
於
ケ

ル
陸
上
交
通
事
業
ノ
具
体
的
調
整
方
法
等
ニ
付
調
査
審
議
ヲ
為
ス
コ
ト
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省
線
電
車
ト
他
ノ
交
通
機
関
ト
ノ
調
整

省
線
電
車
ト
他
ノ
交
通
機
関
ト
ノ
間
ニ
於
テ
ハ
適
当
ナ
ル
方
法
ニ
依
リ
緊
密
ナ
ル
連
絡
協
調
ヲ
図
リ
、
殊
ニ
旧
市
内
ノ
事
業
ト
ノ
間
ニ

於
テ
ハ
経
営
ニ
付
適
切
ナ
ル
協
力
方
策
ヲ
購
ズ
ル
コ
ト

こ
の
「
原
案
」
は
、
「
小
合
同
」
(
旧
市
内
の
交
通
調
整
)
を
組
み
合
わ
せ
た
「
ブ
ロ
ッ
ク
別
調
整
」
に
よ
る
と
い
う
点
で
私
鉄
事
業
者
の

一週

主
張
を
全
面
的
に
盛
り
込
ん
だ
も
の
で
あ
っ
え
カ
、
東
京
市
に
と
っ
て
は
必
ず
し
も
満
足
で
き
る
も
の
で
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
東
京
市
は
、

(
必
)

委
員
会
に
対
し
「
暫
ク
研
究
サ
セ
テ
貰
ヒ
タ
イ
」
と
判
断
の
延
期
を
申
し
出
た
。
し
か
し
、
東
京
市
に
与
え
ら
れ
た
時
間
は
、
二
一
月
一
九

(

仏

)

(

必

)

日
の
小
委
員
会
ま
で
と
い
う
短
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
東
京
市
は
、
電
気
事
業
委
員
会
と
電
気
事
業
更
生
審
議
会
で
連
日
「
熟
議
」
し
、

で
は
、
東
京
市
は
「
原
案
」
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
た
の

よ
う
や
く
一
七
日
の
市
会
市
有
市
営
実
行
委
員
会
で
意
見
を
纏
め
る
に
至
っ
た
。

だ
ろ
う
か
。

第
一
に
「
原
案
」
は
、
路
面
交
通
事
業
を
「
市
有
市
営
」
に
す
る
と
い
う
点
で
、

(
必
)

書
」
に
則
し
た
も
の
と
評
価
さ
れ
た
。
「
市
会
意
見
書
」
で
は
「
若
シ
現
下
ノ
状
勢
ヨ
リ
シ
テ
急
速
ニ
ソ
ノ

一
九
三
九
年
四
月
一
七
日
に
決
議
さ
れ
た
「
市
会
意
見

〔
「
大
合
同
」
〕
実
現
ヲ
期
シ
難

シ
ト
セ
ハ
取
敢
ヘ
ス
東
京
都
市
計
画
道
路
第
五
号
線
ヲ
中
心
ト
シ
テ
適
当
ナ
ル
地
区
内
ニ
於
ケ
ル
交
通
事
業
ノ
合
同
統
一

〔
「
ブ
ロ
ッ
ク
別

公企業と官僚制，J(5) 

調
整
」
〕
ヲ
計
ル
モ
又
巳
ム
ヲ
得
サ
ル
ヘ
シ
、
コ
ノ
場
合
之
カ
調
整
ノ
方
策
ト
シ
テ
ハ
・
・
・
市
有
市
営
ヲ
最
モ
適
当
ナ
ル
方
法
ナ
リ
ト
確

(
幻
)

信
ス
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
当
時
の
東
京
市
に
と
っ
て
、
路
面
交
通
事
業
の
み
を
市
有
市
営
に
す
る
こ
と
は
、
全
面

的
に
歓
迎
で
き
る
こ
と
で
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
一
二
月
一
九
日
の
第
一
八
回
小
委
員
会
で
東
京
市
の
豊
田
委
員
が
「
路
面
交
通
機
関

ハ
地
下
鉄
交
通
機
関
ニ
順
応
致
ス
ヤ
ウ
改
廃
整
理
セ
ラ
レ
ネ
パ
ナ
リ
マ
セ
ヌ
、
更
ニ
之
ヲ
財
政
的
見
地
カ
ラ
見
マ
ス
ナ
ラ
パ
、
路
面
交
通
機

関
ハ
漸
次
衰
退
ノ
運
命
ニ
ア
リ
マ
シ
テ
、
地
下
鉄
道
ハ
之
ニ
反
シ
テ
漸
次
発
展
ス
ベ
キ
筋
合
ノ
モ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
・
・
・
本
市
旧
市
内
ノ
路

北法55(4・331)1715 



説

面
交
通
機
関
ハ
市
ヲ
中
心
ト
シ
テ
統
合
シ
、
表
面
年
来
ノ
懸
案
ノ
大
部
分
ヲ
解
決
致
シ
マ
シ
テ
、
一
見
有
利
ナ
ル
如
ク
見
エ
マ
ス
ケ
レ
ド
モ
、

仔
細
ニ
其
ノ
内
容
ヲ
検
討
致
シ
テ
見
マ
ス
ナ
ラ
パ
、
統
合
セ
ラ
ル
ベ
キ
中
心
タ
ル
『
パ
ス
』
事
業
ハ
戦
時
ノ
場
合
、
特
ニ
長
期
建
設
ノ
遂
行

上
、
最
近
ノ
資
材
不
円
滑
其
ノ
他
ノ
事
情
ニ
依
リ
マ
シ
テ
経
費
ハ
従
来
ニ
較
ブ
レ
パ
倍
加
致
シ
テ
居
リ
マ
ス
、
採
算
頗
ル
困
難
〔
で
〕
・
・

(
必
)

事
業
ノ
経
営
楽
観
ヲ
許
サ
ザ
ル
モ
ノ
ガ
ア
リ
マ
ス
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
東
京
市
に
と
っ
て
路
面
交
通
事
業
と
地

(
刊
)

下
鉄
事
業
の
一
体
経
営
が
「
交
通
調
整
ノ
合
理
的
措
置
、
是
ガ
経
営
ノ
任
ニ
当
ル
ベ
キ
主
体
ノ
財
政
的
見
地
」
か
ら
必
要
で
あ
っ
た
。

第
二
に
「
原
案
」
は
、
「
現
下
の
情
勢
に
鑑
み
暫
定
的
に
こ
の
程
度
の
統
制
〔
「
ブ
ロ
ッ
ク
別
調
整
」
〕
を
行
ふ
も
止
む
を
得
ず
」
と
評
価

(ω) 

さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
「
ブ
ロ
ッ
ク
別
調
整
」
は
、
市
主
体
で
「
大
合
同
」
を
実
施
す
る
と
い
う
東
京
市
の
原
則
か
ら
は
程
遠
い
も

の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
市
会
意
見
書
」
が
「
本
市
控
其
ノ
附
近
ニ
於
ケ
ル
交
通
事
業
ノ
調
整
ニ
ツ
キ
真
ニ
之
カ
目
的
ヲ
達
成
セ
ム
カ
為
ニ

ハ
本
市
へ
ノ
通
勤
距
離
内
ニ
在
ル
官
公
私
営
一
切
ノ
交
通
機
関
ヲ
網
羅
ス
ル
所
謂
大
統
制
〔
「
大
合
同
」
〕
ヲ
敢
行
ス
ル
ヲ
以
テ
最
善
ノ
方
策

(
日
)

ナ
リ
ト
思
料
ス
ル
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

~h、
白岡

か
く
し
て
、
東
京
市
は
、
公
有
公
営
に
よ
る
「
大
合
同
」
の
実
現
と
、
路
面
交
通
事
業
と
地
下
鉄
事
業
の
一
体
経
営
を
「
決
議
」
す
る
こ

と
で
、
「
原
案
」
を
「
所
謂
公
有
公
営
ニ
依
ル
大
統
制
〔
「
大
合
同
」
〕
ノ
理
想
実
現
ノ
一
段
階
ト
シ
テ
現
下
ノ
情
勢
ニ
鑑
ミ
事
情
止
ム
ヲ
得

(
臼
)

ザ
ル
モ
ノ
ト
認
メ
」
た
の
で
あ
る
。

(
幻
)

た。

一
二
月
一
七
日
に
市
会
市
有
市
営
実
行
委
員
会
が
決
定
し
た
「
決
議
」
の
内
容
は
、
次
の
よ
う
で
あ
っ

本
市
年
来
ノ
要
望
タ
ル
公
益
優
先
主
義
ヲ
徹
底
セ
シ
ム
ル
為
メ
大
統
制
実
現
ノ
暁
ハ
公
有
公
営
ニ
依
ル
ヲ
適
当
ト
認
ム
。

本
案
ハ
時
下
諸
般
ノ
実
情
ニ
鑑
ミ
大
統
制
ノ
第
一
階
梯
ト
シ
テ
止
ム
ヲ
得
ザ
ル
ニ
出
デ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
ト
認
ム
ル
モ
路
面
交
通
機
関

ト
地
下
交
通
機
関
ト
ハ
本
来
一
貫
経
営
ス
ル
ヲ
至
当
ト
ス
、
何
テ
将
来
其
ノ
実
現
ヲ
期
セ
ラ
レ
夕
、
ン

北法55(4・332)1716



(
M
)
 

一
一
一
月
一
九
日
の
第
一
八
回
小
委
員
会
で
交
通
調
整
案
が
決
定
を
見
た
。
こ
う

東
京
市
が
条
件
つ
き
で
「
原
案
」
を
承
認
し
た
こ
と
で
、

し
て
、
舞
台
は
、
再
び
特
別
委
員
会
に
移
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

(
日
)

交
通
調
整
案
は
、
翌
一
一
一
月
二
O
臼
の
第
一
一
回
特
別
委
員
会
を
無
修
正
で
通
過
し
、
二
四
日
の
第
三
回
総
会
で
最
終
的
に
可
決
さ
れ
た
。

こ
う
し
て
一
九
三
八
年
九
月
一
五
日
の
第
一
回
総
会
開
催
か
ら
二
年
間
に
わ
た
り
総
会
二
回
、
特
別
委
員
会
一
一
回
、
小
委
員
会
一
八
回
、

計
三
一
回
の
審
議
を
へ
て
「
諮
問
第
一
号
に
対
す
る
答
申
書
」
が
完
成
し
た
。
か
く
し
て
、
二
一
月
二
七
日
に
交
通
事
業
調
整
委
員
会
会
長

か
ら
主
務
大
臣
で
あ
る
鉄
道
、
内
務
両
大
臣
に
「
答
申
書
」
が
提
出
さ
れ
、
具
体
的
な
実
施
準
備
が
は
じ
ま
っ
た
。

五
.
新
た
な
公
企
業
形
態
の
萌
芽

で
は
、
「
答
申
書
」
に
基
づ
き
地
下
鉄
事
業
で
設
立
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
「
特
殊
ノ
機
関
」
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

以
下
で
は
、
委
員
会
に
お
け
る
鉄
道
省
の
説
明
に
即
し
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

交
通
調
整
案
が
(
答
申
原
案
と
し
て
)
初
め
て
委
員
会
に
一
不
さ
れ
た
第
一
七
回
小
委
員
会
(
一
二
月
一

O
日
)
で
の
最
初
の
質
問
が
「
特

公企業と官僚制 (5) 

殊
ノ
機
関
」
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
委
員
の
多
く
は
「
特
殊
ノ
機
関
」
に
大
き
な
関
心
を
寄
せ
た
。
鉄
道
省
の
大
山
秀
雄
幹
事

(
日
山
)

は
、
第
一
七
回
小
委
員
会
で
「
特
殊
ノ
機
関
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
地
下
高
速
度
鉄
道
ノ
建
設
並
ニ
経
営
ハ
ソ
ノ
事
業
ノ
性
質
ガ
他
ノ
モ
ノ
ト
甚
シ
ク
異
ツ
テ
ヰ
マ
ス
ノ
デ
、
会
社
組
織
デ
ナ
イ
特
殊
法

人
ガ
ヨ
ー
イ
ノ
デ
ハ
ナ
イ
カ
ト
云
フ
結
論
ヲ
得
マ
シ
タ
。
」
(
傍
線
部
は
引
用
者
に
よ
る
)

北法55(4・333)1717

小
倉
俊
夫
幹
事
は
、
こ
れ
を
受
け
て
「
特
殊
ノ
機
関
」
に
つ
い
て
よ
り
具
体
的
な
説
明
を
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
特
殊
ノ
機
関
」
と

は
「
仮
リ
ニ
名
ヲ
特
殊
法
人
ト
申
シ
テ
居
リ
マ
ス
ガ
、
是
ハ
大
体
ニ
於
キ
マ
シ
テ
会
社
デ
ナ
イ
、
法
律
ニ
依
ツ
テ
法
人
ノ
資
格
ヲ
与
ヘ
ラ
レ



説

(
幻
)

の
こ
と
で
、
政
府
(
鉄
道
会
計
・
一
般
会
計
)
、
東
京
市
、
関
係
交
通
事
業
者
に
よ
る

(
関
)

出
資
に
よ
っ
て
資
本
を
形
成
し
、
役
員
と
し
て
総
裁
、
副
総
裁
、
理
事
、
監
事
、
評
議
員
を
置
く
。
具
体
的
に
は
、
既
設
の
「
庶
民
金
庫
」

(
印
)

や
「
商
工
組
合
中
央
金
庫
」
の
よ
う
な
経
営
形
態
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
地
下
鉄
事
業
に
こ
う
し
た
「
特
殊
法
人
」
を
設
立
す
る
理

(ω) 

由
に
つ
い
て
は
、
「
採
算
モ
相
当
悪
ク
、
儲
カ
ル
仕
事
デ
ナ
イ
」
事
業
に
「
特
殊
会
社
」
を
設
立
す
る
こ
と
は
株
式
や
社
債
を
募
集
す
る
上

(
臼
)

で
相
当
の
困
難
が
予
想
さ
れ
る
か
ら
と
説
明
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
「
特
殊
法
人
」
の
存
在
意
義
は
、
「
特
殊
会
社
」
を

設
立
す
る
こ
と
が
困
難
な
非
採
算
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
第
一
章
で
論
じ
た
よ
う
に
当
時
の
公
企
業
が
特
殊
会
社
を
基
軸
に
展

開
し
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
「
特
殊
法
人
」
は
「
特
殊
会
社
」
に
委
ね
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
の
「
例
外
的
な
」
選
択
肢
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
(
な
お
以
下
で
は
、
「
特
殊
法
人
」
と
「
特
殊
ノ
機
関
」
に
つ
い
て
、
原
則
と
し
て

「
特
殊
法
人
」
に
統
一
し
て
表
記
す
る
。
)

「
特
殊
法
人
」
は
、
官
庁
企
業
形
態
で
も
会
社
形
態
で
も
な
い
新
た
な
公
企
業
の
経
営
形
態
が
登
場
す
る
可
能
性
を
示
し
て
い
た
。
し
か

(
臼
)

し
、
こ
の
時
点
で
の
「
特
殊
法
人
」
は
、
あ
く
ま
で
も
鉄
道
省
の
腹
案
で
あ
り
、
他
省
庁
と
の
協
議
如
何
に
よ
っ
て
は
「
必
ズ
シ
モ
此
ノ
通

(
臼
)

リ
実
現
出
来
ル
カ
ド
ウ
カ
確
信
ハ
致
サ
レ
マ
セ
ヌ
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
当
時
の
報
道
を
み
る
と
、
た
と
え
ば
、
二
一
月
一

一
日
の
『
朝
日
新
聞
』
夕
刊
が
「
地
下
鉄
網
の
拡
充
を
図
る
た
め
東
京
地
下
鉄
、
東
京
高
速
等
を
統
合
し
て
特
殊
会
社
を
設
立
す
る
」
、
同

一
四
日
の
『
鉄
道
時
報
』
が
「
地
下
鉄
の
統
制
拡
充
を
図
る
た
め
東
京
地
下
鉄
、
東
京
高
速
等
を
統
合
し
て
特
殊
会
社
を
設
立
す
る
」
と
し

て
い
る
よ
う
に
(
傍
線
部
は
引
用
者
に
よ
る
)
、
新
た
な
公
企
業
形
態
で
あ
る
こ
と
に
充
分
な
理
解
が
な
か
っ
た
。

(
似
)

一
一
一
月
一
一
一
一
一
日
に
は
、
鉄
道
省
・
大
蔵
省
・
内
務
省
の
関
係
事
務
当
局
が
参
集
し
、
鉄
道
省
作
成
に
よ
る
「
特
殊
法
人
」
(
「
特
殊
公
法

(
白
)

人
」
)
案
を
非
公
式
に
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、
「
帝
都
交
通
局
」
(
仮
称
)
法
案
を
二
四
日
に
招
集
さ
れ
る
第
七
六
議
会
に
提
出
す
る
こ
と

(
叫
山
)

が
了
解
さ
れ
た
。
法
案
の
骨
子
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

マ
シ
タ
特
別
ノ
法
人
」
(
傍
線
部
は
引
用
者
に
よ
る
)

三"両冊
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一
.
目
的

二
.
資
本
関
係

三
.
地
下
鉄
の
統
合

四
.
統
合
方
法

五
.
統
合
の
評
価

六
・
役
員

七
.
配
当

八
.
そ
の
他

公企業と官僚制 (5) 

帝
都
交
通
局
(
仮
称
)
を
設
立
し
地
下
鉄
の
拡
充
整
備
を
悶
る
。

帝
都
交
通
局
(
仮
称
)
の
資
本
金
は
目
下
大
蔵
、
内
務
両
省
当
局
と
折
衝
中
で
あ
る
が
、
大
体
五
千
万
円
程
度
と
す

る
。
右
資
金
は
鉄
道
会
計
よ
り
八
割
、
東
京
市
及
び
民
間
業
者
よ
り
二
割
の
出
資
と
す
る
。
既
存
地
下
鉄
の
買
収
費
、

帝
都
交
通
局
の
営
業
費
及
び
将
来
の
地
下
鉄
建
設
費
と
し
て
資
本
金
の
一

O
倍
な
い
し
一
五
倍
の
交
通
債
券
を
発
行

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

既
存
の
東
京
地
下
鉄
、
東
京
高
速
、
京
浜
地
下
鉄
(
未
設
)
、
東
京
市
の
地
下
鉄
敷
設
権
を
買
収
す
る
。

陸
上
交
通
事
業
調
整
法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
主
務
大
臣
の
譲
渡
命
令
を
発
動
す
る
。

現
在
の
交
通
事
業
調
整
委
員
会
内
に
評
価
委
員
会
を
設
け
、
適
切
な
る
評
価
を
行
う
。

役
員
は
主
務
大
臣
が
こ
れ
を
任
免
す
る
。
役
員
は
、
総
裁
一
名
、
副
総
裁
一
名
、
理
事
、
監
事
を
若
干
名
置
く
。

政
府
出
資
は
四
分
程
度
と
し
、
東
京
市
並
び
に
民
開
業
者
の
出
資
分
に
つ
い
て
は
六
分
を
保
証
す
る
。

(
一
)
帝
都
交
通
局
(
仮
称
)
の
設
立
に
伴
い
、
交
通
事
業
調
整
委
員
会
の
官
制
を
改
正
し
、
東
京
地
方
交
通
調
整
専
門
委

員
会
を
設
け
る
。

(
二
)
帝
都
交
通
局
(
仮
称
)
内
に
帝
都
交
通
調
整
の
総
合
的
計
画
機
関
を
設
置
し
、
将
来
の
帝
都
交
通
調
整
に
関
し
、
強

力
な
指
導
権
を
与
え
る
。

一
一
一
一
一
日
の
審
議
を
通
し
て
明
ら
か
と
な
っ
た
「
特
殊
法
人
」
の
「
帝
都
交
通
局
」
は
、
「
ロ
ン
ド
ン
旅
客
運
輸
局
の
実
例
を
参
考
と
し
・
.

I
l
l
i
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
L
U
)
 

法
的
性
格
は
公
法
人
と
業
務
的
な
私
法
人
と
の
中
間
に
属
す
る
中
間
法
人
と
も
称
す
べ
き
も
の
」
(
傍
線
部
は
引
用
者
に
よ
る
)
で
あ
っ
た
。

(ω) 

そ
し
て
、
法
案
骨
子
「
八
」
の
「
(
二
)
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
将
来
の
「
大
合
同
」
を
リ
ー
ド
す
る
組
織
体
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら

jヒ法55(4・335)1719



説

の
こ
と
は
、
「
帝
都
交
通
局
」
が
大
蔵
に
よ
る
「
公
法
人
の
帝
都
交
通
総
局
」
構
想
(
大
蔵
構
想
)
の
延
長
線
上
に
出
て
き
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
し
か
も
、
こ
れ
は
、
大
蔵
構
想
に
内
在
し
た
二
つ
の
問
題
、
す
な
わ
ち
、
①
「
公
法
人
」
問
題
(
立
法
化
す
る
場
合
の
法
律
的
な

問
題
)
と
、
②
調
整
方
法
の
大
枠
に
関
す
る
問
題
(
「
大
合
同
」
か
「
小
合
同
」
か
)
を
ク
リ
ア
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
「
帝
都
交
通
局
」
は
、

法
的
性
格
を
「
公
法
人
と
業
務
的
な
私
法
人
と
の
中
間
に
属
す
る
中
間
法
人
と
も
称
す
べ
き
も
の
」
、
つ
ま
り
「
特
殊
法
人
」
と
す
る
こ
と

で
「
①
」
の
問
題
を
、
「
小
合
同
」
(
旧
市
内
の
交
通
調
整
)
の
一
部
分
で
あ
り
な
が
ら
も
そ
の
中
に
「
大
合
同
」
の
「
帝
都
交
通
総
局
」
へ

の
発
展
可
能
性
を
盛
り
込
む
こ
と
で
「
②
」
の
問
題
を
、
乗
り
越
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
「
帝
都
交
通
局
」
に
よ
っ
て
、
倫
敦
旅
客
運
輸
局
の
よ
う
な
「

Fσ
腎

の
O
号
C
E
S
D」
に
関
す
る
認
識
が
深
め
ら
れ
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
倫
敦
旅
客
運
輸
局
は
、
モ
リ
ソ
ン
運
輸
大
臣
(
労
働
党
)
の
「

E
E
n
n
o号
。

g
Eロ
」
に
関
す
る
理
論
的
思
考
と
実

(

ω

)

(

初
)

際
的
経
験
に
裏
打
ち
さ
れ
た
経
営
形
態
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
「
特
殊
法
人
」
の
「
帝
都
交
通
局
」
は
、
当
事
者
間
の
利
害
調
整
の
な

か
で
生
み
出
さ
れ
た
経
営
形
態
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
「
帝
都
交
通
局
」
は
、
ロ
ン
ド
ン
で
の
動
向
に
注
意
を
払
い
つ
つ
も
、
最
終
的
に
東
京

地
方
の
実
情
に
即
し
た
日
本
独
自
の
形
態
に
落
ち
着
く
こ
と
で
具
体
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
「
帝
都
交
通
局
」
こ
そ
が
、
後
日
、
最
初
の
「
営
団
」
の
一
つ
で
あ
る
「
帝
都
高
速
度
交
通
営
団
」
に
な
っ
て
い
く
の
で

:::1>. 
a問

あ
る
。

六
.
第
一
部
の
小
括

第
一
部
で
は
、
戦
時
期
に
登
場
す
る
「
営
団
」
の
淵
源
に
つ
い
て
、
ま
ず
日
本
に
お
け
る
公
企
業
の
基
軸
を
明
ら
か
に
し
、
次
い
で
最
初

の
「
営
団
」
の
一
つ
で
あ
る
「
帝
都
高
速
度
交
通
営
団
」
設
立
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
、
東
京
地
方
の
交
通
調
整
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
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「
営
団
」
の
淵
源
を
探
る
と
い
う
点
か
ら
い
う
な
ら
ば
、
こ
こ
で
は
、
「
営
団
」

の
原
型
が
ど
の
よ
う
な
過
程
の
な
か
で
構
想
さ
れ
、
そ
れ
は
そ
れ
以
前
の
公
企

業
形
態
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

し、。
第
一
章
で
は
、
本
稿
全
体
の
前
史
と
し
て
殖
産
興
業
政
策
に
は
じ
ま
る
日
本

の
公
企
業
の
起
源
に
つ
い
て
概
観
し
た
上
で
、
会
社
形
態
の
公
企
業
で
あ
る
特

殊
会
杜
(
国
策
会
社
)
が
戦
時
期
に
行
政
手
法
と
し
て
大
規
模
に
活
用
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
理
由
を
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、
官
民
協
力
を
必
要
と
す
る
生

産
力
拡
充
や
国
家
総
動
員
体
制
を
実
施
す
る
上
で
、
官
民
協
力
の
論
理
を
持
つ

特
殊
会
社
(
国
策
会
社
)
が
適
合
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
戦

時
期
の
公
企
業
が
官
庁
企
業
で
な
く
会
社
形
態
の
特
殊
会
社
(
国
策
会
社
)
を

基
軸
に
展
開
し
た
の
は
、
特
殊
会
社
(
国
策
会
社
)
の
持
つ
行
政
手
法
と
し
て

の
論
理
に
起
因
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

公企業と官僚制 (5) 

第
二
章
で
は
、
東
京
地
方
の
交
通
調
整
問
題
を
通
し
て
、
そ
れ
ま
で
に
な
い

新
た
な
公
企
業
形
態
が
模
索
さ
れ
る
過
程
を
考
察
し
た
。
こ
の
交
通
調
整
問
題

を
契
機
と
し
て
登
場
し
た
の
が
最
初
の
「
営
団
」
の
一
つ
で
あ
る
「
帝
都
高
速

度
交
通
営
団
」
で
あ
っ
た
(
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、

つ
づ
く
第
二
部
で
詳
述

す
る
)
。
交
通
調
整
を
め
ぐ
っ
て
は
、
ま
ず
「
表
4
」
の
網
掛
け
部
分
を
除
く

公企業の経営形態と交通調整案の関係

京王 j邑立. 形 '宵tu12、 交通調整案

固有国営
fiー， 庁 uι L 業 市有市営 伯林市有市営

共同経営

公共体形態 公法人 倫敦旅客運輸局

法人体企業
特殊法人(帝都交通局)

特殊会社(官公私合同)

会社形態 都市研究会 東京商工会議所|

共同経営

表4

公
的

注)1.共同経営案は、市有市営と特殊会社という 2つのパターンが考えられた。
2.経営形態の分類については序章第三節を参照のこと。
3. I表3J (第二章第三節の三)をもとに作成した。
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i見

各
案
に
つ
い
て
検
討
が
な
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
案
は
、
大
蔵
公
望
(
小
委
員
会
委
員
長
)
の
下
で
実
行
可
能
性
の
観
点
か
ら
整
理
さ
れ
て
い

き
、
最
終
的
に
委
員
会
で
大
勢
を
占
め
た
「
特
殊
会
社
」
(
官
公
私
合
同
)
案
で
落
ち
着
く
か
に
見
え
た
。
し
か
し
、
東
京
市
は
、
利
潤
本

位
で
経
営
し
な
い
こ
と
が
交
通
事
業
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
の
観
点
か
ら
こ
の
案
に
強
く
反
発
し
た
。
そ
れ
は
、
「
特
殊
会
社
」

が
採
算
性
を
追
求
せ
ざ
る
を
得
な
い
、
換
言
す
る
な
ら
ば
、
「
公
益
性
」
を
確
保
し
に
く
い
と
い
う
問
題
を
持
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ

う
し
た
東
京
市
の
動
き
に
加
え
、
私
鉄
事
業
者
か
ら
も
次
第
に
「
特
殊
会
社
」
案
に
対
す
る
疑
問
の
声
が
上
が
る
よ
う
に
な
っ
た
。
「
大
合

同
」
の
「
特
殊
会
社
」
案
は
、
現
状
維
持
を
望
む
私
鉄
事
業
者
に
と
っ
て
も
許
容
し
難
い
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
「
特

殊
会
社
」
案
は
、
利
害
関
係
者
の
支
持
を
調
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
委
員
会
で
の
議
論
は
隈
着
状
態
に
陥
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ

う
し
た
状
況
を
打
開
す
る
た
め
に
改
め
て
提
案
さ
れ
た
の
が
、
「
公
法
人
」
(
「
帝
都
交
通
総
局
」
)
案
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
大
蔵
公
望
に
よ
っ

て
具
体
的
な
道
筋
が
つ
け
ら
れ
た
。
「
公
法
人
」
案
は
「
表
4
」
に
見
る
よ
う
に
「
特
殊
会
社
」
案
と
「
市
有
市
営
」
案
の
中
間
に
位
置
す

る
も
の
で
、
両
案
を
折
衷
す
る
案
と
し
て
は
適
切
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
「
公
法
人
」
を
設
立
す
る
に
は
立
法
上
の
問
題
を
ク
リ
ア

し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
意
味
で
実
現
可
能
性
の
低
い
経
営
形
態
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
こ
れ
は
「
帝
都
交
通
総
局
」
と
い
う
言
葉
が
示

し
て
い
る
よ
う
に
、
私
鉄
事
業
者
が
反
対
す
る
「
大
合
同
」
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
な
か
で
、
「
表
4
」
の
網
掛
け
部
分

に
あ
る
よ
う
な
「
特
殊
会
社
」
に
も
「
市
有
市
営
」
に
も
属
さ
な
い
、
ま
た
「
公
法
人
」
で
も
な
い
新
た
な
公
企
業
形
態
が
構
想
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
最
終
的
に
私
鉄
事
業
者
が
主
張
す
る
「
小
合
同
」
を
盛
り
込
ん
だ
「
ブ
ロ
ッ
ク
別
調
整
」
に
落
ち
着
く
な
か
で
、

「
特
殊
会
社
」
に
委
ね
る
こ
と
が
で
き
な
い
非
採
算
の
地
下
鉄
事
業
を
実
施
す
る
「
特
殊
法
人
」
と
し
て
「
帝
都
交
通
局
」
が
生
み
出
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
(
但
し
、
こ
れ
に
は
将
来
の
「
大
合
同
」
へ
の
備
え
を
す
る
と
い
う
機
能
が
付
与
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
意
味
で
「
帝
都
交
通

~h. 
白岡

局
」
は
、
大
蔵
に
よ
る
「
帝
都
交
通
総
局
」
案
の
延
長
線
上
に
構
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
)

「
帝
都
交
通
局
」
は
、
官
民
協
力
の
論
理
を
持
つ
「
特
殊
会
社
」
の
例
外
と
し
て
、

つ
ま
り
「
特
殊
会
社
」
を
設
立
す
る
こ
と
の
で
き
な
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い
非
採
算
事
業
を
行
う
た
め
の
も
の
と
し
て
意
味
づ
け
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
官
庁
企
業
で
も
会
社
形
態
の
法
人
体
企
業
で
も
な
い
、
新
た
な

公
企
業
の
経
営
形
態
が
誕
生
す
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
た
。
し
か
し
、
「
公
法
人
」
で
は
な
い
「
中
間
法
人
と
も
称
す
べ
き
」
「
特
殊
法
人
」

の
「
帝
都
交
通
局
」
は
、
官
庁
企
業
や
会
社
形
態
の
法
人
体
企
業
と
い
っ
た
従
来
の
枠
組
み
か
ら
逸
脱
す
る
一
方
で
、
他
方
、
倫
敦
旅
客
運

輸
局
の
よ
う
な
公
共
体
形
態
の
法
人
体
企
業
に
な
り
切
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
位
置
づ
け
の
暖
昧
さ
は
、
「
帝
都
交
通
局
」

の
構
想
に
い
た
る
過
程
が
い
か
に
複
雑
で
あ
っ
た
か
を
物
語
っ
て
い
る
。
「
帝
都
交
通
局
」
は
、
当
事
者
間
の
利
害
調
整
の
な
か
で
生
み
出

さ
れ
た
経
営
形
態
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
い
た
る
過
程
は
、
利
害
関
係
者
、
と
く
に
私
鉄
事
業
者
側
の
事
情
に
即
し
て
展
開
さ
れ
、
鉄
道
官
僚

が
主
導
権
を
握
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
民
間
部
門
に
対
す
る
官
僚
統
制
が
「
帝
都
交
通
局
」
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
る
と
い
う

こ
と
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。

以
上
第
一
部
を
通
し
て
、
「
営
団
」
の
淵
源
は
、
交
通
調
整
問
題
に
お
い
て
は
当
時
の
東
京
地
方
の
官
民
関
係
に
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に

し
た
。
「
帝
都
高
速
度
交
通
営
団
」
登
場
の
契
機
と
な
っ
た
「
帝
都
交
通
局
」
は
、
交
通
調
整
政
策
を
円
滑
に
実
行
す
る
た
め
の
、
当
事
者

聞
の
妥
協
の
産
物
と
し
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
こ
こ
で
は
確
認
し
て
お
き
た
い
。
つ
づ
く
第
二
部
で
は
、
こ
の
新
た
な
公
企

業
形
態
の
萌
芽
で
あ
る
「
特
殊
法
人
」
が
「
営
団
」
と
し
て
ど
の
よ
う
に
具
体
化
さ
れ
、
い
か
な
る
論
理
を
も
っ
た
行
政
手
法
と
し
て
活
用

さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
か
を
考
察
す
る
。

公企業と官僚制 (5) 

註

(
l
)
「
問
七
大
東
京
ニ
於
ケ
ル
交
通
調
整
ハ
緊
急
ヲ
要
ス
ル
問
題
ト
思
ブ
ガ
政
府
ハ
何
故
官
公
私
合
同
会
社
法
案
ヲ
今
議
会
ニ
提
出
シ
ナ
イ
ノ
カ
」

に
対
す
る
「
答
」
(
国
立
公
文
書
館
所
蔵
2
A
1
3
6
|
⑧
1
2
7
7
)
0

(2)

一
九
四
O
年
三
月
一
一
日
、
第
七
五
議
会
衆
議
院
金
華
山
軌
道
株
式
会
社
及
朝
倉
軌
道
株
式
会
社
所
属
軌
道
ノ
経
営
廃
止
ニ
対
ス
ル
補
償
ノ
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説

為
公
債
発
行
ニ
関
ス
ル
法
律
案
委
員
会
(
第
六
回
)
に
お
け
る
松
野
鶴
平
鉄
道
大
臣
の
発
言
。
こ
れ
は
、
政
友
会
久
原
派
の
田
中
好
が
交
通
調

整
問
題
に
つ
い
て
「
政
府
ノ
思
ハ
レ
ル
案
ヲ
実
行
ナ
サ
ル
御
積
リ
デ
ア
ル
カ
」
と
質
問
し
た
の
を
受
け
て
な
さ
れ
た
。
『
帝
国
議
会
衆
議
院
委
員

会
議
録
凶
昭
和
編
」
(
東
大
出
版
会
、
一
九
九
七
年
)
三
一
一
一
一
一
頁
。

(
3
)
大
蔵
は
、
第
一
一
回
特
別
委
員
会
に
お
い
て
こ
の
聞
の
事
情
を
説
明
し
て
い
る
(
『
第
十
一
回
特
別
委
員
会
速
記
録
』
六
頁
)
。

(
4
)
な
お
、
こ
の
間
、
二
月
二
九
日
に
頼
母
木
東
京
市
長
が
逝
去
し
、
四
月
一
二
日
の
第
一
八
代
東
京
市
長
選
挙
市
会
に
お
い
て
政
友
会
の
擁
立

す
る
大
久
保
留
次
郎
が
東
京
市
長
に
選
出
さ
れ
た
(
経
緯
に
つ
い
て
は
「
東
京
市
長
決
定
の
経
過
」
『
都
市
問
題
』
第
三
O
巻
第
五
号
、
一
九
四

O
年
、
二
O
五

二

O
七
頁
)
。
市
長
に
選
出
さ
れ
た
大
久
保
は
「
頼
母
木
さ
ん
の
市
政
方
針
を
踏
襲
し
」
「
交
通
統
制
問
題
と
都
制
問
題
な
ど

は
当
面
の
重
大
問
題
で
す
か
ら
市
会
の
方
針
に
従
っ
て
こ
れ
を
や
り
た
い
」
(
『
東
京
日
日
』
一
九
四
O

l
四
l

一
一
一
一
)
と
抱
負
を
述
べ
た
。
交

通
調
整
に
対
す
る
東
京
市
の
方
針
は
、
市
長
交
代
後
も
堅
持
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
因
み
に
、
第
一
五
回
小
委
員
会
が
開
催
さ
れ
た
一
九
三
九
年

一
一
一
月
か
ら
第
一
六
回
小
委
員
会
が
開
催
さ
れ
た
一
九
四
O
年
一
二
月
ま
で
の
間
に
鉄
道
大
臣
は
四
人
交
代
し
て
い
る
。
一
人
あ
た
り
の
在
職

期
聞
が
短
い
こ
と
も
長
期
に
わ
た
る
会
議
の
休
止
に
影
響
を
与
え
た
(
『
第
十
一
回
特
別
委
員
会
速
記
録
』
六
1

七
頁
)
。

(5)
『
大
蔵
日
記
」
一
九
四
O
年
九
月
一
七
日
の
条
。

(6)
『
大
蔵
日
記
』
一
九
四
O
年
九
月
一
八
日
の
条
。

(
7
)
大
阪
電
鉄
連
合
会
に
は
、
大
阪
市
電
気
局
の
他
、
阪
神
、
阪
急
、
京
阪
、
大
軌
、
南
海
、
阪
和
、
大
鉄
、
阪
堺
の
各
電
鉄
会
社
が
加
盟
し
て

い
た

(
8
)
伯
林
市
全
額
出
資
の
「
伯
林
交
通
株
式
会
社
」
が
そ
の
典
型
と
さ
れ
た
。

(
9
)
大
蔵
公
望
『
昭
和
一
一
年
一
一
一
月
大
阪
地
方
交
通
統
制
に
関
す
る
意
見
書
』
(
大
阪
地
方
交
通
委
員
会
、
一
九
三
七
年
)
八
二
頁
|
八
八
頁
。

大
蔵
に
と
っ
て
「
市
有
市
営
」
と
「
公
有
公
営
」
が
明
確
に
区
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
一
九
三
九
年
七
月
一

九
日
の
第
三
回
小
委
員
会
で
鉄
道
省
か
ら
配
布
さ
れ
た
「
各
種
経
営
形
態
ノ
長
所
詮
ニ
短
所
ニ
関
ス
ル
理
論
ノ
概
要
」
は
、
「
公
有
公
営
」
と
し

て
『
意
見
書
』
の
「
市
有
市
営
」
を
、
「
公
私
共
営
」
と
し
て
「
意
見
書
』
の
「
公
有
公
営
」
を
挙
げ
て
い
る
。
最
も
標
準
的
と
思
わ
れ
る
鉄
道

省
と
大
蔵
の
整
理
の
仕
方
は
大
き
く
異
な
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
と
き
の
鉄
道
省
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
倫
敦
旅
客
運
輸
局
は
「
先
程
委
員

長
〔
大
蔵
〕
カ
ラ
御
話
ニ
ナ
リ
マ
シ
タ
ヤ
ウ
ニ
、
マ
ア
一
種
ノ
公
有
公
営
ト
申
シ
マ
ス
カ
或
ハ
公
私
共
営
ト
申
シ
マ
ス
ヵ
、
サ
ウ
云
ウ
ヤ
ウ
ナ

形
」
(
『
第
三
回
小
委
員
会
速
記
録
』
二
六
頁
)
で
、
「
満
鉄
式
ナ
ソ
レ
ヨ
リ
モ
モ
ウ
少
シ
公
営
ト
云
フ
モ
ノ
ノ
強
イ
ヤ
ウ
ナ
・
・
・
組
織
」
(
問
、

さ司、
両岡
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公企業と官僚制 (5) 

二
七
頁
)
で
あ
っ
た
。

(
印
)
大
蔵
、
同
右
、
八
七
頁
。

(
日
)
『
第
九
回
小
委
員
会
速
記
録
』
一
一
一
一
頁
。

(
は
)
委
員
会
で
の
議
論
を
整
理
し
た
「
委
員
会
ニ
於
ケ
ル
各
委
員
ノ
意
見
要
綱
」
は
、
国
有
国
営
・
市
有
市
営
を
「
公
営
」
の
項
で
、
「
半
官
半
民

ノ
会
社
」
(
特
殊
会
社
)
を
「
民
営
」
の
項
で
紹
介
し
て
い
る
(
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
「
諮
問
第
一
号
特
別
委
員
会
小
委
員
会
参
考
資
料
」

2

A
1
3
6
1
⑧
1
2
7
7
)
。
こ
の
場
合
の
特
殊
会
社
は
「
公
営
」
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

(
日
)
大
蔵
、
前
掲
書
、
八
七
頁
。

(U)
た
と
え
ば
、
第
一
五
回
小
委
員
会
で
東
京
横
浜
電
鉄
社
長
の
五
島
慶
太
が
受
入
れ
可
能
な
経
営
形
態
で
あ
る
と
評
し
て
い
る
。

(
日
)
た
と
え
ば
、
新
体
制
運
動
に
積
極
的
な
関
わ
り
を
見
せ
た
東
方
会
東
京
府
支
部
連
合
会
(
中
野
正
剛
会
長
)
は
、
特
殊
会
社
案
に
つ
い
て
次

の
よ
う
な
声
明
書
を
発
表
し
て
い
る
(
『
鉄
道
時
報
』
一
九
三
九
l

一
一
九
)
。

声
明
書

惟
ふ
に
所
謂
鉄
道
省
案
な
る
も
の
は
官
公
私
合
同
の
特
殊
会
社
設
立
を
目
標
と
し
た
る
も
の
な
る
が
、
こ
れ
徒
ら
に
交
通
資
本
閥
に
仰
合
し

市
民
大
衆
の
利
害
を
探
摘
し
た
る
も
の
に
し
て
、
全
体
主
義
的
経
済
思
想
と
全
く
背
反
す
る
も
の
で
あ
る
、
殊
に
該
委
員
会
に
於
い
て
市
有

市
営
案
の
審
議
を
阻
害
し
特
殊
会
社
案
を
重
視
す
る
が
如
き
傾
向
に
あ
る
は
明
に
交
通
資
本
開
と
完
了
独
善
の
合
作
に
依
り
交
通
調
整
の
美

名
に
隠
れ
て
交
通
資
本
闘
の
独
占
を
擁
護
せ
ん
と
す
る
現
実
の
暴
露
で
あ
る
、
元
来
交
通
事
業
は
其
の
本
質
上
他
の
一
般
営
利
事
業
と
異
り

公
益
性
を
有
す
る
も
の
な
る
を
以
っ
て
之
を
固
有
国
営
又
は
公
有
公
営
を
以
っ
て
運
営
す
べ
き
も
の
に
し
て
断
じ
て
個
人
営
利
の
目
的
た
ら

し
む
べ
き
も
の
で
は
な
い
依
而
東
方
会
東
京
府
連
合
会
は
窓
に
鉄
道
省
提
出
の
特
殊
会
社
案
を
絶
対
に
排
撃
す
る
も
の
で
あ
る
右
声
明

す
つ
ま
り
、
利
潤
動
機
を
も
っ
特
殊
会
社
案
は
、
「
全
体
主
義
的
経
済
思
想
と
全
く
背
反
す
る
も
の
で
」
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う

し
た
利
潤
否
定
は
、
新
体
制
下
に
お
け
る
公
益
の
優
先
と
連
動
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
面
に
お
い
て
も
特
殊
会
社
案
を
推
進
す
る
こ
と
は
難
し

か
っ
た
と
い
え
る
。

(
凶
)
大
蔵
、
前
掲
書
、
八
七
頁
。

(
口
)
大
蔵
は
、
元
来
、
公
法
人
に
よ
る
「
大
合
同
」
を
理
想
と
考
え
て
い
た
。
先
の
大
阪
に
お
け
る
交
通
調
整
の
調
査
・
研
究
に
お
い
て
大
蔵
は
、
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説論

倫
敦
旅
客
運
輸
局
を
「
理
想
的
の
都
市
交
通
統
制
形
態
」
と
評
し
て
い
た
の
で
あ
る
(
前
掲
『
大
蔵
報
告
書
』

(
川
崎
)
『
大
蔵
日
記
」
一
九
四
O
年
一
O
月
一
日
の
条
。

(
凶
)
『
鉄
道
時
報
』
一
九
四
O
l
一
O
五
。
原
文
は
「
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
「
四
0
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
」
の
間
違
い

で
あ
る
。

(
却
)
鉄
道
省
(
監
督
局
)
は
、
「
第
七
十
五
議
会
交
通
事
業
調
整
関
係
質
疑
応
答
」
と
題
す
る
文
書
の
間
六
「
東
京
ノ
交
通
調
整
ハ
大
合
同
デ
進

ム
積
リ
カ
小
合
同
デ
進
ム
積
リ
ヵ
。
」
で
、
「
合
同
ノ
実
行
ノ
難
易
ノ
点
ニ
付
テ
小
合
同
ノ
方
ガ
容
易
デ
ア
ル
ト
ノ
意
見
モ
ア
ル
ノ
デ
具
体
的
方

策
ヲ
決
定
ス
ル
場
合
ニ
ハ
交
通
事
業
調
整
委
員
会
ハ
固
ヨ
リ
各
方
面
ノ
意
見
モ
充
分
聴
イ
テ
適
切
妥
当
ニ
決
定
シ
タ
イ
ト
思
フ
。
」
(
間
六
四
)

と
の
答
え
を
作
成
し
て
い
る
(
国
立
公
文
書
館
所
蔵
2
A
1
3
6
l
⑧
1
2
7
7
)
。
因
み
に
鉄
道
省
は
「
小
合
同
デ
ア
ツ
テ
モ
遺
方
ニ
依
ツ
テ

ハ
相
当
ノ
効
果
ガ
挙
ゲ
得
ラ
レ
ル
コ
ト
ハ
勿
論
デ
ア
ル
ル
ガ
、
大
合
同
ノ
方
ガ
e

・
・
其
ノ
調
整
後
ノ
効
果
ガ
大
デ
ア
ル
コ
ト
ハ
申
ス
迄
モ
ナ

イ
コ
ト
デ
ア
ル
。
」
(
間
六
一
二
)
と
の
考
え
で
あ
っ
た
。
な
お
、
こ
う
し
た
考
え
方
は
以
前
か
ら
鉄
道
省
内
に
あ
っ
た
。
本
章
第
三
節
の
一
参

昭…。

(
幻
)
一
一
一
月
二
日
の
第
一
六
回
小
委
員
会
で
鉄
道
次
官
の
鈴
木
清
秀
委
員
は
、
「
大
合
同
」
を
「
実
際
非
常
ニ
理
想
的
デ
是
非
実
現
シ
ナ
ケ
レ
パ
ナ

ラ
ヌ
ト
考
ヘ
」
つ
つ
も
、
「
小
合
同
」
に
よ
っ
て
「
大
合
同
」
に
近
い
成
果
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
て
い
る
(
『
第
十
六
回
小
委
員
会

速
記
録
』
一
六
頁
)
。
こ
れ
は
、
東
京
の
全
交
通
量
の
約
九
割
が
都
心
か
ら
半
径
一

0
キ
ロ
圏
内
で
占
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
調
査
結
果
に
基
づ

い
て
い
た
。
つ
ま
り
、
こ
う
し
た
方
針
転
換
は
「
小
合
同
」
案
を
主
張
し
た
私
鉄
事
業
者
に
対
す
る
鈴
木
の
現
実
的
な
判
断
か
ら
な
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
な
お
、
鈴
木
の
部
下
で
あ
っ
た
大
山
秀
雄
は
、
後
に
「
な
ん
と
も
進
め
が
た
い
状
況
に
な
っ
た
。
や
む
な
く
中
調
整
に
切
り
換
え
た
」

と
記
し
て
い
る
(
大
山
秀
雄
「
友
人
」
『
鈴
木
清
秀
君
の
思
い
出
」
鈴
木
清
秀
追
想
録
刊
行
世
話
人
会
、
一
九
七
五
年
、
三
四
i
三
五
頁
)
。

(
勾
)
牽
田
修
「
交
通
調
整
の
立
役
者
」
(
同
右
『
鈴
木
清
秀
君
の
思
い
出
』
)
八
二
頁
。
査
回
に
よ
る
と
鈴
木
は
「
地
域
内
の
交
通
事
業
を
一
丸
と

し
て
半
官
半
民
会
社
ま
た
は
特
殊
公
法
人
に
統
合
す
る
案
」
を
理
想
と
し
て
い
た
と
い
う
(
同
頁
)
。
こ
の
意
味
で
、
鉄
道
次
官
の
鈴
木
と
大
蔵

は
同
じ
考
え
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

(
お
)
大
蔵
、
前
掲
書
、
二
四
|
二
五
頁
。

(
担
)
『
大
蔵
日
記
』
一
九
四
O
年
一
O
月
三
日
の
条
。

(
お
)
後
日
開
催
さ
れ
た
第
一
六
回
小
委
員
会
で
内
務
省
の
挟
問
委
員
は
「
私
ハ
前
カ
ラ
幹
事
デ
此
ノ
案
ノ
進
行
ニ
関
係
ヲ
持
ツ
テ
居
ツ
タ
ノ
デ
ゴ

八
七
頁
)
。
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公企業と官僚制 (5) 

ザ
イ
マ
ス
ガ
、
其
ノ
当
時
ハ
・
・
・
大
合
同
デ
進
ム
ト
云
フ
コ
ト
ガ
理
想
案
ト
シ
テ
最
モ
適
当
デ
ア
ル
ト
云
フ
風
ニ
考
ヘ
テ
居
ツ
タ
ノ
デ
ア
リ

マ
ス
」
(
『
第
十
六
回
小
委
員
会
速
記
録
』
一
五
頁
)
と
述
べ
て
い
る
。
な
お
、
東
京
都
制
に
つ
い
て
は
、
赤
木
、
前
掲
『
東
京
都
政
の
研
究
』

及
び
大
岡
聡
「
日
中
戦
争
期
の
自
治
擁
護
運
動
に
つ
い
て
|
都
制
を
め
ぐ
る
東
京
市
政
の
動
向
1

」
(
『
歴
史
学
研
究
』
第
六
六
六
号
、
一
九
九

四
年
、
一
|
一
六
頁
)
を
参
照
。

(
お
)
『
大
蔵
日
記
』
一
九
四
O
年

-
O
月一一一
O
日
の
条
。

(
幻
)
国
立
公
文
書
館
所
蔵

(
2
A
1
3
6
1
⑧
1
2
7
7
)
。

(
お
)
内
務
省
は
、
「
大
合
同
」
を
理
想
と
し
つ
つ
も
、
そ
の
実
現
の
困
難
さ
と
、
「
絶
対
ニ
是
ハ
遷
延
ス
ル
コ
ト
ハ
許
サ
レ
ナ
イ
」
と
い
う
事
情
か

ら
、
「
小
合
同
」
に
同
意
し
た
(
「
第
十
六
回
小
委
員
会
速
記
録
』
一
五
l

一
六
頁
)
。

(
却
)
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
第
二
章
第
三
節
の
六
(
二
)
参
照
。
こ
の
時
期
の
経
済
雑
誌
か
ら
は
、
東
京
近
郊
私
鉄
事
業
者
の
好
調
ぶ
り
が
窺

え
る
。
「
各
社
と
も
・
・
-
何
れ
も
好
成
績
だ
っ
た
。
物
価
騰
貴
に
依
る
経
費
増
嵩
、
パ
ス
を
中
心
と
す
る
副
業
悪
化
の
傾
向
が
若
干
表
面
化
し

て
き
た
と
は
い
へ
源
泉
収
入
た
る
電
車
、
電
燈
電
力
業
が
引
続
き
順
調
に
推
移
し
、
依
然
た
る
大
巾
増
益
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
無
論
、
十
一
一
一

年
か
ら
十
四
年
に
か
け
て
の
急
向
上
振
り
に
比
す
べ
く
も
な
い
が
、
好
成
績
の
永
続
性
に
注
目
さ
れ
る
。
」
(
「
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
』
一
九
四
O
年
一

一
一
月
一
一
一
日
号
、
五
九
頁
)
私
鉄
事
業
者
が
こ
の
時
期
に
お
い
て
も
現
状
維
持
を
は
か
ろ
う
と
し
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

(
却
)
国
立
公
文
書
館
所
蔵
「
帝
都
交
通
調
整
総
論
」

(
2
A
i
3
6
1
⑧
1
2
7
7
)
。

(
引
)
五
島
慶
太
「
帝
都
交
通
統
制
の
臨
戦
的
意
義
と
交
通
問
題
の
解
決
」
(
『
都
市
公
論
』
第
二
五
巻
第
一
号
、
一
九
四
二
年
)
一
四
頁
。
五
島
慶

太
が
常
務
と
し
て
経
営
に
携
わ
っ
て
い
た
東
京
高
速
鉄
道
(
地
下
鉄
事
業
)
は
、
一
九
二
一
九
年
か
ら
一
九
四
O
年
に
か
け
て
、
東
京
地
下
鉄
道

の
株
式
を
掌
握
す
る
こ
と
で
地
下
鉄
事
業
の
統
合
を
図
ろ
う
と
し
て
い
た
。
こ
の
あ
た
り
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
東
京
急
行
電
鉄
社

史
編
纂
事
務
局
編
『
東
京
急
行
電
鉄
五
O
年
史
』
(
東
京
急
行
電
鉄
、
一
九
七
三
年
)
一
一
二
三
一
一
一
一
七
頁
。
東
京
高
速
鉄
道
は
、
政
府
が
地
下

鉄
事
業
を
一
一
冗
化
す
る
こ
と
に
「
率
先
協
力
す
る
方
針
」
で
あ
っ
た
と
い
う
(
『
大
阪
毎
日
』
一
九
四
O

一
二
l
二
四
)
。
ま
た
、
当
時
、
地

下
鉄
道
の
建
設
は
都
市
防
空
の
観
点
か
ら
急
務
と
さ
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
近
藤
操
「
大
東
京
交
通
調
整
問
題
の
結
論
」
(
『
都
市
問
題
』
第

三
二
巻
第
二
号
、
一
九
四
一
年
)
八
二
頁
。

(
辺
)
五
島
慶
太
は
「
帝
都
の
交
通
統
制
」
(
「
都
市
公
論
』
第
二
四
巻
第
一
号
、
一
九
四
一
年
)
に
お
い
て
、
経
営
形
態
を
如
何
に
す
る
か
が
私
鉄

事
業
者
に
と
っ
て
「
最
も
重
要
に
し
て
」
(
四
一
頁
)
「
正
に
統
制
(
調
整
〕
問
題
の
核
心
を
為
す
も
の
」
(
四
二
頁
)
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
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説ご一
員同

(
臼
)
国
立
公
文
書
館
所
蔵

(
2
A
3
6
1
@
1
2
7
7
)
。

(M)
『
第
十
六
回
小
委
員
会
速
記
録
』
四
頁
。

(
お
)
同
右
、
四
l
五
頁
。

(
お
)
『
大
蔵
日
記
』
一
九
四
O
年
一
二
月
二
日
の
条
。

(
幻
)
同
右
。

(
お
)
以
下
に
つ
い
て
は
、
『
第
十
六
回
小
委
員
会
速
記
録
』
二
O
頁
を
整
理
し
た
。
な
お
大
蔵
は
、
議
会
と
の
関
係
か
ら
急
ぐ
必
要
が
あ
る
と
考
え
、

「
相
当
練
ツ
タ
案
ヲ
」
特
別
委
員
会
に
「
イ
キ
ナ
リ
」
持
っ
て
い
こ
う
と
考
え
て
い
た
(
同
、
一
九
真
)
。

(
却
)
鉄
道
省
の
大
山
幹
事
は
、
第
一
七
回
小
委
員
会
で
、
幹
事
会
に
つ
い
て
「
殆
ド
全
幹
事
出
席
シ
、
熱
心
ナ
ル
審
議
」
を
し
た
と
述
べ
て
い
る

(
『
第
十
七
回
小
委
員
会
速
記
録
』
一
頁
)
。
こ
の
こ
と
は
、
国
立
公
文
書
館
所
蔵
「
昭
和
十
五
年
十
二
月
記
会
議
出
席
調
」

(
2
A
1
3
6

⑧
1
2
2
4
)
に
よ
っ
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
で
は
、
こ
の
文
書
に
基
づ
き
幹
事
会
へ
の
出
欠
を

O
×
で
示
し
た
。
×
渋
江
操
一

(
内
閣
書
記
官
)
・

O
森
山
鋭
一
(
法
制
局
参
事
官
)
・

O
小
松
茂
(
企
画
院
部
長
)
・

O
留
岡
幸
男
(
内
務
省
地
方
局
長
)
・

O
成
田
一
郎
(
内

務
省
土
木
局
長
)
・

O
藤
岡
長
敏
(
内
務
省
計
画
局
長
)
・

O
田
中
省
吾
(
内
務
書
記
官
)
・

O
小
林
千
秋
(
同
)
・

O
岡
本
茂
(
向
)
・

O
相
田
岩

雄
(
大
蔵
省
理
財
局
長
)
・

O
千
葉
熊
吉
(
陸
軍
省
交
通
局
長
)
・

O
坂
野
千
里
(
司
法
省
民
事
局
長
)
・

O
田
倉
八
郎
(
電
気
庁
部
長
)
・

O
大

山
秀
雄
(
鉄
道
省
監
督
局
長
)
・

O
長
崎
惣
之
助
(
鉄
道
省
運
輸
局
長
)
・

O
平
山
孝
(
鉄
道
省
経
理
局
長
)
・

O
高
須
俊
一
(
鉄
道
省
書
記
官
)
・

×
佐
藤
栄
作
(
同
)
・

O
菱
谷
惣
太
郎
(
同
)
・

O
小
倉
俊
夫
(
陸
連
監
理
官
)
。
こ
の
よ
う
に
二
O
人
中
一
八
人
が
幹
事
会
に
出
席
し
た
。
な
お
、

一
九
四
O
年
ご
一
月
三
日
現
在
の
幹
事
は
「
昭
和
十
五
年
十
二
月
三
日
(
現
在
)
交
通
事
業
調
整
委
員
会
委
員
並
幹
事
名
簿
交
通
調
整
課
」
(
国

立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
「
浅
沼
稲
次
郎
文
書
』

2
7
8
)
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
刊
)
国
立
公
文
書
館
所
蔵
「
諮
問
第
一
号
特
別
委
員
会
小
委
員
会
参
考
資
料
会
乙
」

(
2
A
1
3
6

⑧
1
2
7
7
)
。

(
引
)
『
第
十
七
回
小
委
員
会
速
記
録
』
二
l
四
頁
。
こ
れ
は
、
特
殊
会
社
案
や
市
有
市
営
案
に
比
べ
「
極
め
て
生
温
か
い
暫
定
案
」
と
評
さ
れ
た
(
「
帝

都
交
通
統
制
暫
定
案
成
る
」
『
東
洋
経
済
新
報
』
第
一
九
五
二
号
、
一
九
四
一
年
、
二
九
頁
)
。

(
位
)
同
右
「
帝
都
交
通
統
制
暫
定
案
成
る
」
で
は
、
「
本
案
は
各
経
営
者
の
現
在
の
立
場
を
可
成
り
考
慮
し
て
ゐ
る
」
と
あ
る
さ
一
O
頁
)
。
な
お
、

鉄
道
省
と
私
鉄
事
業
者
の
聞
に
濃
密
な
人
的
関
係
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
『
東
京
日
日
』
一
九
三
八
1

九
i
一
九
、
一
九
三
九
八
二
ハ

社
説
。

~ti去55(4 ・ 344)1728 



公企業と官僚制 (5) 

(
日
)
『
第
十
八
回
小
委
員
会
速
記
録
』
一
頁
。

(
付
)
『
朝
日
』
一
九
四
O
l
一
一
一
1
一
人
及
び
東
京
市
電
気
局
交
通
調
整
課
「
昭
和
十
六
年
一
月

会
図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
『
浅
沼
稲
次
郎
文
書
』
3
0
7
)
。

(
叩
)
同
右
「
昭
和
十
六
年
一
月
帝
都
地
域
別
交
通
調
整
案
に
就
て
」
。

(
必
)
同
右
、
五
六
頁
。

(
日
)
同
右
、
九
1
一

O
頁。

(
必
)
「
第
十
八
回
小
委
員
会
速
記
録
』
議
事
録
八
l
九
頁
。

(
刊
)
同
右
、
九
頁
。

(
印
)
前
掲
「
昭
和
十
六
年
一
月
帝
都
地
域
別
交
通
調
整
案
に
就
て
」
六
頁
。

(
日
)
同
右
、
九
頁
。

(
臼
)
「
決
議
」
(
昭
和
十
五
年
十
二
月
十
七
日
東
京
市
会
交
通
統
制
市
有
市
営
実
行
委
員
会
)
国
立
公
文
書
館
所
蔵
「
諮
問
第
一
号
特
別
委
員
会

小
委
員
会
参
考
資
料
会
乙
」
(
2
A
1
3
6
|
⑤
1
2
7
7
)
。

(
臼
)
同
右
。

(
日
)
幹
事
案
を
内
容
そ
の
ま
ま
に
委
員
会
答
申
と
し
て
形
式
を
整
え
た
の
が
、
答
申
草
案
で
あ
る
(
『
第
十
八
回
小
委
員
会
速
記
録
』
一
二
頁
)
0

そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
一
三
|
二
四
頁
。
な
お
、
整
え
ら
れ
た
箇
所
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
菱
谷
幹
事
の
発
言
(
二
四
!
二
五
頁
)
を
参
照

の
こ
と
。

(
日
)
交
通
調
整
案
は
、
特
別
委
員
長
が
小
委
員
会
に
審
議
を
付
託
す
る
際
に
伝
え
た
官
公
私
合
同
会
社
案
を
骨
子
と
す
る
も
の
で
な
か
っ
た
。
大

蔵
は
、
第
一
一
回
特
別
委
員
会
に
お
い
て
議
会
提
出
の
時
間
的
制
約
の
な
か
で
こ
う
し
た
結
果
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
述
べ
、
詫
び
て
い
る
。

(
日
)
大
山
幹
事
の
発
言
(
同
右
、
六
頁
)
。

(
訂
)
『
第
十
七
回
小
委
員
会
速
記
録
』
八
頁
。
な
お
、
第
一
七
回
小
委
員
会
で
は
、
こ
れ
が
公
法
人
で
あ
る
の
か
私
法
人
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
の

議
論
は
な
か
っ
た
。

(
問
)
詳
細
に
つ
い
て
は
、
同
右
、
八
l

一
一
頁
。

(
印
)
小
竹
委
員
の
質
問
(
「
現
在
ア
リ
マ
ス
庶
民
金
庫
或
ハ
商
工
組
合
中
央
金
庫
、
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帝
都
地
域
別
交
通
調
整
案
に
就
て
」
(
国
立
国

ア
ア
云
ツ
タ
ヤ
ウ
ナ
形
態
ノ
モ
ノ
ニ
ナ
ル
ノ
デ
セ
ウ
ネ
」
)
に



説

対
し
て
小
倉
幹
事
は
「
左
様
デ
ゴ
ザ
イ
マ
ス
」
と
答
え
て
い
る
(
同
右
、
一
一
頁
)
。
小
竹
は
こ
れ
を
受
け
て
「
ア
ア
云
フ
風
ナ
モ
ノ
ダ
ト
割
合

ニ
奉
仕
的
ニ
金
ヲ
出
ス
ノ
デ
ス
ネ
」
と
述
べ
て
い
る
(
同
)
。
な
お
、
本
稿
で
は
主
題
の
限
定
の
た
め
「
金
庫
」
に
つ
い
て
言
及
し
な
い
。

(ω)
第
一
七
回
小
委
員
会
に
お
け
る
小
倉
幹
事
の
説
明
(
同
右
、
一
二
頁
)
。

(
臼
)
小
倉
幹
事
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
特
殊
会
社
デ
配
当
モ
仲
々
満
足
ニ
出
来
ナ
イ
株
式
ヲ
募
集
シ
、
ソ
レ
カ
ラ
消
化
ガ
良
好
デ
ナ
イ
社
債
ヲ

募
集
ス
ル
ト
云
フ
コ
ト
デ
資
金
ヲ
調
達
ス
ル
コ
ト
ハ
中
々
困
難
デ
ハ
ナ
イ
カ
、
却
ツ
テ
斯
ウ
云
フ
行
キ
方
ヲ
致
、
ン
マ
シ
テ
、
政
府
ノ
出
資
ヲ
土

台
ト
シ
、
地
方
債
ニ
準
ズ
ル
債
権
ニ
依
ツ
テ
資
金
ヲ
調
達
シ
夕
方
ガ
ヨ
リ
有
利
デ
ハ
ナ
イ
カ
ト
云
フ
風
ニ
考
ヘ
マ
シ
タ
次
第
デ
ゴ
ザ
イ
マ
ス
。
」

(
同
右
、
一
四
頁
)
。

(
臼
)
小
倉
幹
事
は
「
只
今
申
上
ゲ
タ
ノ
ハ
私
共
ノ
腹
案
デ
ゴ
ザ
イ
マ
シ
テ
・
・
・
」
と
述
べ
て
い
る
(
同
右
、
一
一
頁
)
。

(
臼
)
第
一
七
回
小
委
員
会
に
お
け
る
小
倉
幹
事
の
説
明
(
同
右
、
一
一
頁
)
。

(
臼
)
『
朝
日
」
一
九
四

oー
一
一
一
l
二
四
は
、
交
通
事
業
調
整
委
員
会
小
委
員
会
(
一
二
月
一
九
日
)
で
「
特
殊
法
人
を
設
立
」
す
る
こ
と
を
決
定

し
、
鉄
道
省
で
「
特
殊
公
法
人
設
立
を
考
究
中
で
あ
っ
た
」
と
記
し
て
い
る
。

(
臼
)
「
特
殊
公
法
人
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
の
は
、
『
大
阪
毎
日
』
一
九
四
0
1
一
一
一
一
一
四
。
ま
た
こ
の
言
葉
は
、
査
田
修
「
交
通
調
整

の
立
役
者
」
(
前
掲
『
鈴
木
清
秀
君
の
思
い
出
』
八
三
頁
)
に
も
見
ら
れ
る
。

(
船
)
「
朝
日
』
一
九
四
O
二
了
二
四
。
東
京
本
社
版
の
第
一
面
に
は
「
地
下
鉄
新
経
営
主
体
に
帝
都
交
通
局
〔
仮
称
〕
を
設
置
法
案
今
議
会

に
提
出
」
と
題
し
た
、
こ
の
こ
と
に
関
す
る
記
事
が
掲
載
さ
れ
た
。

(
肝
)
同
右
。

(
伺
)
問
右
。
鉄
道
次
官
で
あ
っ
た
鈴
木
は
、
こ
れ
を
母
体
に
各
ブ
ロ
ッ
ク
ご
と
の
交
通
事
業
を
統
合
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
(
査
団
修
「
交
通
調

整
の
立
役
者
」
前
掲
『
鈴
木
清
秀
君
の
思
い
出
』
八
三
頁
)
。

(ω)
モ
リ
ソ
ン
は
、
「

E
E
n
p号
。

E
5ロ
」
の
基
本
的
特
質
を
公
共
的
所
有
、
公
共
的
責
任
、
企
業
的
責
任
の
結
合
に
求
め
た
。
詳
細
に
つ
い
て

は
、
佐
々
木
弘
「
イ
ギ
リ
ス
公
企
業
論
の
系
譜
』
(
千
倉
書
一
房
、
一
九
七
三
年
)
二
O
六
l
二
O
八
頁
。

(
叩
)
同
右
、
第
二
二
章
。

5ι 
民間
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〔
付
記
〕

本
稿
は
、
一
九
九
六
年
度
l

一
九
九
七
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
(
特
別
研
究
員
奨
励
費
)
及
、
ぴ
、
一
九
九
九
年
度
1
二
0
0
0
年
度
文
部

省
科
学
研
究
費
補
助
金
(
奨
励
研
究
A
)
に
よ
る
研
究
成
果
を
踏
ま
え
た
、
北
海
道
大
学
審
査
博
士
(
法
学
)
学
位
論
文
(
二
O
O
一
年
六
月
二
九
日

授
与
)
に
加
筆
・
修
正
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
加
筆
・
修
正
に
あ
た
っ
て
は
、
二

O
O
四
年
度
目
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金
(
学

術
創
成
研
究

(2))
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
を
取
り
入
れ
て
い
る
。

公企業と官僚制 (5) 
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